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平成２３年第４回芦北町議会定例会議事日程（第１号） 

 

平成２３年６月１６日 

午前１０時 開  会 

於   議    場 

１ 議事日程 

 開会宣告 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定について 

   日程第３ 諸般の報告 

   日程第４ 町長の提案理由説明 

   日程第５ 一般質問 

    （散 会） 

 

２ 出席議員（１６人） 

  １番 坂 本   登 君             ２番 林 田 燿 宏 君 

  ３番 宮 内 道 則 君             ４番 寺 本 順 一 君 

  ５番 古 村 逸 男 君             ６番 白 坂 康 浩 君 

  ７番 草 野 安 道 君             ８番 前 田 徹 一 君 

  ９番 元 山 秀 志 君             10番 宮 尾 秀 行 君 

  11番 平 松 洋 一 君             12番 川 尻 成 美 君 

  13番 水 口 宣 之 君             14番 岡 部 恵美子 君 

  15番 寺 本 修 一 君             16番 藤 井 公 明 君 

 

３ 欠席議員（０名） 

 

４ 説明のため出席した者の職氏名（１８人） 

  町    長  竹 﨑 一 成 君   副 町 長  藤 崎 正 司 君 

  教育委員長  澁 谷 百 錬 君   教 育 長  竹 浦 裕 道 君 

  総 務 課 長  中 原 豊 徳 君   企画財政課長  井 上 民 男 君 

  税 務 課 長  農 中   豊 君   住民生活課長  迫 本 文 雄 君 

  福 祉 課 長  大 岩 憲 治 君   農林水産課長  柳 田 豊 彦 君 

  商工観光課長  坂 梨   優 君   建 設 課 長  山 口 純 志 君 
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                      会計管理者兼 
  上下水道課長  湯 野 一 之 君           吉 田   茂 君 
                      会 計 室 長 

  田浦基幹支所長  野 口 博 司 君   教 育 課 長  永 田 光 洋 君 

                      農業委員会 
  生涯学習課長  寺 川 健 一 君           早 川 純 一 君 
                      事 務 局 長 

 

５ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（２人） 

  議会事務局長  福 山 勝 廣 君   次 長（主幹） 福 田 貴 司 君
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議長諸般の報告 

 

１ 例月現金出納検査結果報告書（別紙のとおり） 

 

２ 水俣芦北広域行政事務組合議会 

  期日 平成２３年３月２９日（火） 

  場所 水俣芦北広域行政事務組合２階講堂 

  議題 

  ・専決処分の報告及び承認について（原案承認） 

  ・平成２２年度水俣芦北広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号）（原案可

決） 

  ・水俣芦北広域行政事務組合負担金条例の一部を改正する条例の制定について（原

案可決） 

  ・平成２３年度水俣芦北広域行政事務組合一般会計予算（原案可決） 

 

３ 第３６回町村議会議長・副議長研修会 

  期日 平成２３年５月１７日（火）～５月１８日（水） 

  場所 東京都 メルパルクホール 

  内容 講演及びシンポジウム 

      「地域力創造と地域おこしのヒント」 

      「町村議会だからできる」ほか 

 

４ 平成２３年度町村議会議長研修会 

  期日 平成２３年５月２３日（月） 

  場所 自治会館 

  議題 講演「これからの政局・政治展望」毎日新聞論説副委員長 

         与良正男氏 

 

 

   上記のとおり報告します。 

 

        平成２３年６月１６日 

 

            芦北町議会議長  藤 井 公 明 
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芦町監第１０号 

平成２３年６月７日 

芦北町議会議長 藤 井 公 明 様 

 

芦北町監査委員 山 下 生 吾 

同    古 村 逸 男 

 

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について 

 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同

条第３項の規定により、その結果を下記のとおり提出します。 

 

記 

１．検査の対象 

  会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、一時借入金及び基金並びに歳入歳出外

現金）の出納及び保管 

 

２．検査現在期日 

  平成２３年５月３１日 

 

３．検査実施日 

  平成２３年６月７日 

 

４．検査の結果及び意見 

  検査現在期日における歳計現金及び基金並びに歳入歳出外現金（一時借入金なし）

の保管状況は、預金通帳、保管現金及び現金保管状況一覧表と照合した結果すべて符

合し相違ないこと及び適正に処理されていることを確認した。 

  また、出納事務については、現金出納にかかる証拠書類及び関係帳表と照合、検査

の結果、計数に誤りはなく何ら不正非違の点も見受けられず、すべて適正に処理され

ていることを認めた。 

  なお、参考まで検査現在期日における現金の現在高は、次のとおりである。 

 

歳 計 現 金 2,278,650,517 円

一 時 借 入 金 0 円

基 金 に 関 す る 現 金 3,999,934,577 円

歳 入 歳 出 外 現 金 44,628,003 円

一

般

会

計

・

特

別

会

計 計 6,323,213,097 円

水 道 事 業 会 計 295,227,217 円
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議員派遣の結果報告 

 

１．第３６回町村議会議長・副議長研修会 

 （１）目  的  分権時代に対応した議会の活性化に資するため 

 （２）派遣場所  メルパルクホール 

 （３）期  間  平成２３年５月１６日から１８日まで３日間 

 （４）派遣議員  副議長 

 （５）内  容  （５月１７日） 

  （講演） 

    ○「地域力創造と地域おこしのヒント」 

       総務省自治財政局長  椎川 忍 氏 

  （基調講演） 

    ○「町村議会だからできる」 

       明治大学政治経済学部教授  牛山久仁彦 氏 

  （シンポジウム） 

    ○「町村議会だからできる」 

       コーディネーター 明治大学政治経済学部教授 牛山久仁彦 氏 

       パネラー 

           岩手県紫波町議会議長   武田 平八 氏 

           宮城県蔵王町議会議長   村山 一夫 氏 

           神奈川県真鶴町議会議長  岡ノ谷佳子 氏 

           鹿児島県与論町議会議長  町田 末吉 氏 

 

          （５月１８日） 

  （講演） 

    ○「二次代表制と議会の価値」 

       東京大学名誉教授 大森 彌 氏 

    ○「巨大地震・原子力事故と国家の危機管理」 

       特定非営利活動法人・国際変動研究所理事長 

       軍事アナリスト 小川 和久 氏 

 

以上のとおり、結果を報告する。 

        平成２３年６月１６日 

            芦北町議会議長  藤 井 公 明 
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平成２３年第４回定例会一般質問通告表 

質問
順番 質問者 質問事項 質問の要旨 質問の相手

１ 林田燿宏 芦北町の防災計

画について 

３月11日東日本大震災は未

曾有の被害をもたらしまし

た。その後は、各県とも防災

計画の見直しが相次ぎ、熊本

県も検討会を立ち上げ現計画

の抜本的見直しに着手しまし

た。芦北町も見直す時と思

う。 

① 現計画では主に台風や水

害などの想定で計画されて

いたように思うが、本町に

は布田川・日奈久断層が通

っており、津波10ｍの場合

の計画も必要と思うがどう

か。 

② 司令塔としての芦北町役

場の耐震はどうか。又、い

ざという時の移設場所の確

保は考えているか。 

③ 避難勧告などの伝達手段

が最重要と思うが、現在、

防災無線の為、屋内だけに

限られて外で働く人には伝

わらない。今後外部スピー

カーが必要と思うがどう

か。又、現在、火災時等、

防災無線で放送はあるもの

の、場所が不明確で団員が

混乱している。又、部長ク

ラスにはメールが来るが、

急を要するので全員に送信

していただきたいと思うが

どうか。 

④ 伝達方法の１つとして、

各地区のコミュニティー機

能の重要性が認識されたと

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

担当課長 
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ころである。その中で現

在、本町での自主防災組織

はどのようになって、どの

位の組織があるのか。又、

総合の防災訓練など計画は

ないか。 

⑤ 災害発生時に、スカイド

ームは芦北町の重要拠点と

考えるが、アクセス道路の

計画は。 

⑥ 九電はこの夏節電計画を

当初15％と決めていたが、

その後数値を掲げず、自主

的な節電に変更したようだ

が、芦北町の節電計画はあ

るか。 

⑦ 九電は東海から日向灘に

及ぶ巨大地震の発生帯とさ

れる南海トラフ沿いでＭ９

の地震を想定し、玄海原発

と川内原発には影響ないと

発表はしたが、水俣市にお

いては川内原発の避難者を

想定して受入れ態勢を検討

した。芦北町としては川内

原発に対して何らかの検討

はしているのか、伺いた

い。 

⑧ 芦北町には沢山の温泉が

あるが、災害時に大野温泉

等、一か所位は停電時も入

浴できるようになっている

か。（自家発電） 

２ 川尻成美 １ 行政情報公開

への取り組みに

ついて 

本町の行政改革実施成果報告

書（平成22年９月）の行政情

報公開の項に議会、町民への

行政情報の積極的提供を行っ

たとある。 

① 町長交際費支出基準及び

 

 

 

 

 

町 長 
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公開基準を定め近隣市町や

多くの市町村等にならって

町ホームページに公開すべ

きではないか。 

②他多くの行政情報を町ホー

ムページで見られるようす

べきではないか。 

 

 

 

 

町 長 

２ 農業委員会事

務局長専任と農

業委員会等に関

する法律第６条

第３項の規定の

積極的運用につ

いて 

① 本年４月１日より農林水

産課長が兼務であった農業

委員会事務局長が専任とな

った。その理由は何か。 

② この規定に基づく意見の

公表、建議を積極的に行う

考えはないのか。 

③ 本町の基幹産業の一つで

ある農業の振興・農家所得

の向上の具体策を農業委員

会に諮問してはどうか。 

町 長 

 

 

 

農業委員会長

 

 

町 長 

１ 東日本大震災

に係る被災地支

援について 

被災者(地)支援については

国民みんなが当事者意識を持

って支え合うことが大事であ

る。又、「自治体同士の助け合

い」の考え方も大事であると

思う。 

① 市町村予算支援は考えて

いないのか。 

町 長 ３ 寺本順一 

２ 各学校への木

製机・椅子の導

入について 

平成19年６月定例会一般質

問の答弁において、佐敷小学

校の木製机・椅子について

は、老朽化による買い替えで

なく、児童生徒たちの情緒不

安定やストレス等に効果があ

るとのことから、佐敷小学校

に導入し、効能を実証し、効

果を検証し各学校へ積極的に

導入できるよう計画したいと

の答弁が行われている。 

① 実証による効果はどうだ

ったのか。 

 

教育長 



－11－

  ② 学校全体の導入計画はど

うなったのか。 

４ 坂本 登 １ 町長交際費の

削減について 

① 政府、地方公共団体も厳

しい財政危機の中で事業の

見直し、削減、事業仕分け

等で経費節減に努めてい

る。熊本市は人口73万人で

政令指定都市をめざしてい

ます。人口が芦北町の約35

倍ある熊本市の市長交際費

は171万円です。これに比べ

芦北町町長交際費は、本年

度当初予算で300万円です。

財政規模、人口比からみて

町長交際費は多すぎると思

います。町長の認識は如何

か。 

② 熊本市は、約10年前より

「熊本市交際費取扱指針」、

『「取扱指針」の運用につい

て』、交際費支出基準表を確

定して公表している。市

長、副市長交際費の予算執

行の内訳明細については、

毎月ホームページに掲載し

ている。このようにして市

長交際費の大幅削減、透明

化を図っている。 

芦北町情報公開条例にも

とづき町長交際費の内訳を

見せてもらったが、項目の

内容を修正インクで消して

いる箇所がかなりある。町

長交際費の内訳を見ると金

額が多いだけでなく、透明

性がない。また、交際費の

趣旨、支出する項目の区分

等を示す「取扱指針」等の

明確な基準やガイドライン

町長及び 

担当課長 
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が決められているのかどう

か疑問です。決められてい

たら内容をお答え下さい。

決められていないなら直ち

に作成すべきだと思うが如

何か。 

③ 市長名で発信される弔電

の発信相手について、熊本

市では市政運営に関係の深

い四つの区分に該当する

方、および職員においては

血族１親等以内の者又は同

居の姻族１親等の者が死亡

した場合に限り支出できる

となっている。又、弔電の

予算は市長交際費に計上さ

れている。 

芦北町では町長名で発信

される弔電は、亡くなった

町民の方々の喪主に対して

発信されている。予算は町

長交際費でなく総務費・郵

便料で計上されている。弔

電の相手方については、一

定の基準を設け、予算は総

務費でなく町長交際費に計

上すべきではないかと思う

が如何か。 

④ 交際費の支出先区分で目

立つのは、「来庁者ＰＲ用特

産品」および「御樽代」と

して特定酒造業者の特産品

が年間交際費の半分にあた

る150万円を超している。町

内の生産者、業者等は不況

の中で町の特産品等を製造

し、がんばっている。特産

品の宣伝という名目で来庁

者に公金を使用して特定業
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者の特産品を手土産などと

して持たせるということは

見直すべきだと思う。 

公職選挙法では選挙で選

ばれた公職にある者は、冠

婚葬祭にあたって選出され

た自治体の有権者に対して

は一定の制約がなされてい

る。 

国難と言われる東日本大

震災、福島原発災害等の復

興には巨額の財源が必要と

なっている。自治体の長と

して町長交際費の基準、相

手先、項目などを見直し、

大幅な交際費の削減を図る

べきだと思います。これら

のことを勘案し、本年度当

初予算で300万円が決まって

いますが残された期間交際

費の思い切った節減に心掛

けていただきたいと思いま

すがその決意のほどは如何

か。 

２ 町営住宅の建

替え計画につい

て 

① 憲法25条では、すべての

国民は健康で文化的な生活

を営む権利を有するとなっ

ており、これに基づく公営

住宅法は、地方公共団体に

住宅環境の整備を求めてい

る。 

町内には老朽化した公営

住宅がいくつかある。これ

ら老朽住宅は耐震問題、環

境・衛生問題など幾多の問

題を抱えている。 

町は少子高齢化、低所得

者層の増加等のなかで老朽

住宅の建替え計画について

町長及び 

担当課長 
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どのような考えを持ってお

られるのか。 

②  町営住宅そのものの補

修・環境整備と合わせ、住

宅内の補修などは切羽詰ま

ったものがある。緊急を要

する補修などどのような手

段で把握されているのか。

また、老朽化した住宅の補

修・環境整備に年間どの程

度の予算が組まれているの

か。出されている補修工事

の要望などに十分足りてい

るのか。 

  

３ 芦北町地域防

災計画の見直し

について 

 東日本大震災、大津波、福

島第１原発事故と想像を絶す

る災害に遭遇し、政府。各自

治体ともあらためて防災計画

の見直しに迫られている。 

 布田川・日奈久（ふたが

わ・ひなぐ）断層帯は、阿蘇

外輪山の西側斜面から八代海

南部に至る活断層です。田浦

から御立岬、八代海南部に通

る約101㎞の活断層です。 

 芦北町は川内原発からは直

線で約60㎞の距離にありま

す。芦北町地域防災計画で

は、大地震、大津波に対する

計画はあるが、今後の巨大地

震、津波の教訓から対策の見

直しが必要だと思うが如何で

しょうか。また、第26節 海

上災害対策計画に大量の放射

性物質の放出があったときど

う対応するか少し触れられて

いますが原発事故については

全くふれられていません。川

内、玄海原発の事故が発生し

町長及び 

担当課長 
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  た場合の対策も入れるべきだ

と思うが如何か。 



－16－

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） おはようございます。 

ただいまから平成２３年第４回芦北町議会定例会を開会します。 

ここで、去る４月２５日の臨時会において、教育委員会委員として御同意いただ

きました澁谷教育委員長が出席されておりますので、自席から挨拶を許可します。

澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 皆さん、こんにちは。 

４月２６日に教育委員長に就任いたしました澁谷百錬でございます。どうぞよろ

しくお願いします。 

職責を全うすべくですね、微力ではございますけれども、全力を尽くしたいと考

えております。皆さんの御協力をよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） これより本日の会議を開きます。 

お手元に配付の議事日程にしたがって会議を進めてまいります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（藤井公明君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定により、４番 寺本

順一君及び５番 古村君の２人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（藤井公明君） 日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、先に開催されました議会運営委員会において、

６月１７日までとの答申をいただいております。本日から６月１７日までの２日間

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日か

ら１７日までの２日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（藤井公明君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

例月現金出納検査結果、議員派遣の結果報告及び閉会中に出席した議長の諸般

の報告内容は、議席に配付のとおりです。 
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以上で諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 町長の提案理由説明 

○議長（藤井公明君） 日程第４、町長の提案理由説明を求めます。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） おはようございます。 

本日ここに、芦北町議会６月定例会の召集を申し上げましたところ、議員各位

におかれましては、御出席を賜り、ありがとうございました。 

まずもって、藤井議長におかれましては、去る６月１４日開催の熊本県町村議

長会臨時総会において、第３７代熊本県町村議長会長に御就任されました。心より

お喜び申し上げます。本町にとりましても、誠に心強い慶事であります。今後、県

下町村議会並びに地方自治発展のため、ますますの御活躍を御期待申し上げます。 

それでは、本定例会に付議しました議案につきまして御説明申し上げます。 

まず、芦北町税条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分の承認、継続

費繰越計算書、一般会計、国民健康保険事業特別会計及び町有温泉事業特別会計の

繰越明許費、繰越計算書の報告並びに有限会社芦北マリンサービス及び有限会社御

立岬の経営状況の報告書を提出しております。また、平成２３年度芦北町一般会計

補正予算をはじめ、芦北町立学校条例ほか１件の一部改正、熊本県市町村総合事務

組合規約の一部変更、さらに工事請負契約の締結２件、財産の取得２件、合計８議

案と人事案件１件をあわせて提案しております。 

御審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（藤井公明君） 町長の説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 一般質問 

○議長（藤井公明君） 日程第５、一般質問を行います。 

質問通告者は４人で、通告書をお手元に配付しております。 

質問時間は従来どおり補助質問を含めて３０分以内に制限します。それから、一

般質問は通告制でありますので、通告者の質問に関連して求める関連質問は許可さ

れません。質問にあたっては、通告内容に基づいた質問をされるよう、なお、執行

部の答弁も明快かつ簡潔に願います。 

それでは、順番に発言を許します。 

はじめに、林田君。 

○２番（林田燿宏君） まずは、藤井議長が熊本県町村議長会の総会におかれまして、

議長に御就任されました。この場をお借りいたしまして、心より議長就任のお祝い
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を申し上げます。おめでとうございます。芦北町にとりましても、大変名誉なこと

と嬉しく思っております。 

それから、未だに避難者が９万人といわれております、去る３月１１日、東日本

大震災で未曾有の被害をもたらしました大津波や原発事故で被災されました皆様に

は心より御冥福とお見舞いを申し上げます。また、一刻も早い復興を心よりお祈り

申し上げます。 

昨年より１週間早い梅雨入りをいたしまして、アジサイの花も鮮やかに映る季節

となりましたが、昨日の大雨は各地に被害をもたらしました。被害に遭われました

皆様には心よりお見舞いを申し上げます。本日も大雨洪水注意報が発令されており

ますが、そんな中、今回、一般質問の機会を与えてくださいまして心から感謝申し

上げます。 

ところで、５月には何と２つの台風が異例の早さで発生し、また東日本を中心に

洪水などももたらしております。ここで改めて、この自然に対しまして畏敬の念を

表すときだと思う次第でございます。 

そんな中、芦北町では日頃から防災計画に基づき、安心・安全のまちづくりに寄

与されていることに対しまして、町長をはじめ、町当局並び消防関係者の皆様には、

衷心より厚く敬意を表します。特に湯町地区では度々の洪水がありまして、地域住

民の民意をお汲みいただき、現在、湯北地区排水施設工事の設置工事をしていただ

いております。住民一同、心より感謝しております。 

東日本大震災から３カ月が経ちましたが、まだまだ見通しもつかない状態であり

ますが、各県とも防災計画の見直しが相次ぎ、熊本県も検討会を立ち上げ、現計画

の抜本的見直しに着手いたしました。本町の限られた予算の中で執行されているこ

とにつきまして、誠に敬意を表しておりますが、今後は想定外のことも起こり得る

可能性があります。今、町民の安心・安全のために本町も見直す時期だと思い、下

記の８点について質問をさせていただきます。 

①まず、津波対策につきまして、どこの市町村もですが、現計画では主に台風や

水害などの想定で計画をされていたようです。しかし、本町海岸沿いには布田川・

日奈久断層が通っており、３０年間で地震の起こる確立は６％としてあります。し

かし、その確立は高いものとされております。そこで、津波１０メートルの場合の

計画も必要と思います。計画はしてあるのか。 

②司令塔としての芦北町役場についてでございます。芦北町役場の現在の耐震に

ついて、またいざというときの移設場所の確保というのは考えているのかというこ

とです。 

③伝達手段につきまして、災害の基本はまず逃げることが一番とありますが、そ
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の際、避難勧告など伝達手段が最重要と思います。現在、防災無線がありますが、

これは屋内の方に限られ、屋外での方には伝わりにくく、今後、外部スピーカーも

必要と思うがどうでしょうか。また、現在、火災地など防災無線で放送はあるもの

の、場所が不明確で団員が困惑している場合があります。その際、詳しい場所を放

送していただきたい旨の団員からの声がありますが、どうでしょう。また、部長ク

ラスにはメールも来ていますが、一人一人に送っている余裕はなく、急を要すると

きなので、団員一斉に送信することはできないものか。 

④伝達方法の一つとして、各地区のコミュニティ機能の重要性についてでござい

ます。芦北町ではまだコミュニティはとれているものの、今後、少子高齢化による

消防団員の減少や、自治体や消防の広域化など、心理的な距離が広がってくるもの

と予想される中、今後、住民同士のつながりを深めて、コミュニケーション機能を

高めておく必要があると認識されたところであります。防災体制の構築を急ぐ必要

があると思いますが、現在の本町での自主防衛組織はどのようになっているのか、

またどのくらいの組織があるのか。また、芦北町としての総合の防災訓練なども必

要と思うが、計画はないか。 

⑤次は、避難時のアクセス道路についてでございます。災害発生時には、しろや

まスカイドームが芦北町の避難重要拠点と考えますが、現在、浸水被害が出ている

箇所でもあります。そこで、避難所としてのアクセス道路の計画はあるのでしょう

か。 

⑥節電について、九電はこの夏、節電計画を当初１５％としていましたが、その

後、数値を掲げずに自主的な節電にと、またまた変更をしているようですが、いず

れにしましても、節電は余儀なくされると思います。そこで、芦北町の節電計画は

どうか。 

⑦原発対策につきまして、九電は東海から日向灘に及ぶ巨大地震の発生帯とされ

る南海トラフ沿いで、マグニチュード９の地震を想定し玄海原発と川内原発には影

響はないと発表したが、川内からおよそ５０㎞離れている水俣市におきましては、

川内原発の避難所を想定して、受入態勢を検討しています。芦北町として川内原発

に対して何らかの検討はしているのか。 

最後に、数年前の台風時におよそ５日間の停電がありまして、私たちの家の風呂

も町の温泉も使用できず、球磨村のかわせみまで行った記憶があります。また、今

回の東日本大震災でもお風呂が有難かった、生き返った、身も癒されたと言ってお

られましたが、幸い芦北町にはたくさんの町有の温泉施設がありますが、停電時の

温泉の使用はできるのか。できなければ、町有の温泉の中で標高が一番高い大野温

泉１カ所ぐらいは停電時でも入浴できるよう自家発電などの対策はできないものか。 
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以上、防災の対策につきましては、多大な予算が必要になりますが、本当に限ら

れた芦北町の予算ではございますが、以上８点をお伺いいたします。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） これより答弁を求めます。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お答えいたします。 

６月８日の熊日新聞によりますと、有明海や八代海は水深が浅いため、最大で２

メートル程度と予測するとありましたが、津波対策につきましては、現在、熊本県

において抜本的な見直しが行われているところでありまして、本町といたしまして

は、熊本県の見直しにあわせまして、専門家等の意見を聞きながら、本町に合った

計画を検討することとしております。 

次に、司令塔の件でございますけれども、本町の耐震対策につきましては、小中

学校の耐震補強を優先的に行ってまいりましたので、役場本庁につきましては、平

成２４年度において、実施設計及び補強工事を実施する予定としております。 

移設場所につきましては、対策本部のことと思いますが、災害の発生場所に応じ

た対応が必要と思われますが、今後検討していきたいと考えております。 

以下、③から⑥及び⑧のお尋ねにつきましては、担当課長から答弁させます。 

続きまして、⑦川内原発に関するお尋ねでございます。現在、熊本県地域防災計

画検討委員会において、原発事故を含めた地域防災計画の大幅な見直しが行われて

おりますので、今後、国・県の計画を見ながら、芦北町地域防災計画に反映させて

いきたいと考えております。 

以上であります。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） おはようございます。 

それでは、御質問の③④⑥⑧につきまして、私の方から御説明を申し上げます。 

まず、③でございますが、今後外部スピーカーが必要と思うがどうか。無線で放

送はあるものの、場所が不明確で混乱をしている。急を要するので、全員に送信し

ていただきたいと思うがどうかとの御質問でございます。外部スピーカーにつきま

しては、現行の防災無線の拡充に向け、既に検討を行っております。また、火災発

生時の防災無線による情報は、消防本部から発信をしておりますので、消防本部へ

その旨、依頼をいたします。メール送信につきましては、消防本部から各分団の部

長以上に送信しているところでありますが、消防本部の送信システム上、登録に限

りがあるため、部長以上になっております。なお、各分団において、あらかじめ配

下の団員をグループ登録しておけば、受けた情報を一斉に送信できる機能がありま

すので、今後、各分団に対し周知していきたいと考えております。 
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続きまして④でございます。現在、本町での自主防災組織はどのようになって、

どのくらいの組織があるのか。また、総合の防災訓練など計画はないかとの御質問

でございます。現在、本町には１１の自主防災組織があります。また、設立に向け

て協議が行われている地区もございます。町としましては、設立に向けて積極的に

支援を行ってまいりたいと考えております。防災訓練につきましては、現在、実施

時期、内容について検討中です。なお、本年度は地震と津波を想定し、専門家を招

いて講演会も検討しております。 

続きまして、⑥でございます。芦北町の節電計画はあるかという御質問でござい

ます。九州電力等からの芦北町へ節電計画要請はあっておりませんが、現在の電力

事情に応じた節電のお願いは、広報あしきた６月号において、全世帯に対して呼び

かけを行ったところであります。また、役場におきましても、クールビスの前倒し、

冷房温度２８℃設定、グリーンカーテンの実施、就業前後及び昼休み時間の節電を

行っています。 

続きまして、⑧でございます。温泉は停電時でも入浴できるようになっているか

との御質問でございます、本町の温泉には災害における停電時の自家発電設備はあ

りません。幸い本町には各地区に温泉施設がございますので、対応は可能と思って

おります。今後、発電機の整備が必要かどうかの研究をしていきたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 山口建設課長。 

○建設課長（山口純志君） おはようございます。 

それでは、⑤番のスカイドームへのアクセス道路の計画についてお答えします。 

浸水対策としてのアクセス道路の計画はございませんが、浸水対策としては、芦

北プラザ裏の用水と排水の分離用スライドゲートの設置を本年度計画いたしており

ます。これにより、排水機場への流れがスムーズになるものと考えております。ま

た、現在、熊本県芦北地域振興局において、新たな排水機場が芦北排水機場内に建

設中であります。本施設が稼動を開始しますと、これまでの約２倍の排水が可能と

なり、しろやまスカイドームの入口付近の浸水対策にも効果があるものと考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 林田君。 

○２番（林田燿宏君） いろいろ答弁ありがとうございます。 

現在の地震が２メートルということでですね、想定されているということでござ

いまして、水深水没予想図というのがありまして、そこで２メートル、５メートル
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とか想定しながらするのがあるんですけれども、そこで２メートルでしてみました

ら、３号線沿い役場、マルショクまでがほとんどですね、浸かってしまうような感

じでございまして、それとでこぽんですね、そして湯浦地区の３号線沿い、田浦の

岩崎グラウンド、あの辺がですね、予想図では浸かるようになっておりますので、

またそのへんのところも参考までにですね、していただければと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

それと、司令塔ということで、芦北町も３階建てでございますのでですね、いい

と思いますけれども、耐震の方だけが心配でございましたものですからお聞きした

わけでございますけれども、来年度、２４年度におきまして実施設計ということで

安心をしておるところでございます。ありがとうございます。 

それから、この伝達手段でございますけれども、これが私も消防団のＯＢでござ

いまして、現消防団ともよく話をするんですけれども、ここ何回となくですね、消

防団の会議の中でも、もう少し詳しく言ってほしいと、先日も２回ほど火災があり

まして、その際も芦北町で火災発生ということで、芦北町てどこやと、みんなです

ね、言っておりまして、もう少しどこどこ付近ということまで言っていただければ

ですね、集合してすぐ出やすいと。湯浦の方でも湯浦火災発生ということでしたけ

れども、そこのところを何回も言っても直らないんだけれども、消防本部の方にも

そういうことを強く、再度申してくれという要望がありましたけれども、そのへん

はどうでしょうか。消防本部の方が問題だと思いますけれども。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） そういう御希望がある、話があるということはですね、

我々の方にも届いておりますし、消防本部の方にもですね、そういうお話があると

いうようなことで伝えております。おいおい改良されるものと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 林田君。 

○２番（林田燿宏君） 何回も話したがということでですね、団員も言っておりまして、

新、今度の部長もそういうふうに言っておりましたものですから、おいおいという

ことであっても、早めにですね、していただければ有難いかなと思います。 

そして、そのメールの件につきましても、部長がですね、言うのには、もう慌

てているので、一斉に同時に送るということはなかなか難しいので、そこも一つ消

防本部の方にですね、今、システム上、そう大して資金もかからずにあるそうです。

例えば、私たち、企業もですね、月３,０００円でですね、５,０００件ぐらいはお

客さんにメールを送れますので、そういうのがありますので、不可能ということは

ないと思うんですよね。そのへんも改めてですね、再度要望していただければ、ス
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ムーズな、団員も活動ができると思いますので、そこも改めてまたよろしくお願い

いたします。 

それと、この自主防衛のことでございますけど、防災訓練ですけれども、これ

は防災訓練をしているだけでも随分違うということでですね、もうデータもありま

すので、こういうところも是非していただければ有難いと思います。そして、専門

家を招いてということもありますので、本当によろしくお願いいたします。湯北地

区でもですね、この前、とりあえず自主訓練をですね、自分たちでも計画しようか

と考えて、向こう三軒両隣だけでもですね、どうにかならんかなという話もありま

したので、そういう機会をつくって下されば大変有難いと思います。 

なお、スカイドームの方につきましては、⑤ですけれども、ここが道路がです

ね、浸かっておりましたから、一番心配でございましたけれども、本年度からゲー

トが出来るということで、よかったなと思っておりますけれども、この前も大雨で

排水がですね、できたお陰でよかったということで言われておりましたので、効果

があるものと期待をしております。 

この節電計画につきましてですけれども、一応広報紙でですね、私も見せても

らいました。ちょうど今、総務課長の中原課長も、生涯学習の課長でございました

ので、併せてまたこの次の広報のときですね、家庭でできる節電ということで、ロ

ーソクの日というのをですね、一回つくっていただければ有難いなと。家庭で例え

ば週１か月１でもいいですので、家族でローソクをつけて過ごしてみる。家庭の絆

をつくる日ということでですね、そういう御提案も今後徳育教育の中でも両方いい

んじゃないかなと思いますけれども、そういったことは可能でしょうか、お願いし

ます。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 家庭の絆の日というようなことで、前、私も生涯学習のと

きにいろんな御提案をいただきまして、すごいなというふうに思っておりましたけ

れども、この度は節電意識を高めるための施策として、ローソクの日をというよう

な御提案でございます。そのローソクの日の発想につきましては、私、ちょっと発

想できませんでしたけれども、先ほど申しましたように、家庭でできる節電、一つ

に窓にはカーテンやブラインドをとか、エアコンは２８℃を目安にとか、フィルタ

ーをこまめに清掃と、また冷蔵庫におきましてはドア等々の開閉等をですね、素早

くやると、テレビは見ないときは消すというようなことでですね、広報あしきたの

方で家庭のできる節電というようなことでお願いをしたところでございますが、個

人的には大変楽しいような気がいたします。家庭でできる節電の中に入ろうかと思

いますので、しばらくはそのように考えております。 
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以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 林田君。 

○２番（林田燿宏君） はい。よろしくお願いいたします。 

これは一応そういったことで、書いていただくだけでも、実行するせんはですね、

その家庭の問題だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

この温泉につきましてですね、⑧番でございますけれども、今これだけ温泉があ

りましたもので、そういうことを自家発電のことを考えましたけれども、大変設備

がですね、かかるということでございますので、また検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

それでは、一番、今回またお願いします先ほどの伝達手段でございますので、そ

こは改めてまたお願いいたしまして、終わります。 

それではですね、いろいろと防災につきまして、町当局の前向きな答弁をいただ

きましたので、町民の皆様も安心されていることだと思います。しかし、この天災

につきましてはですね、もう人間ではどうも到底力の及ばないところもありますの

で、この防災の訓練などを通しましてですね、一番大切な一人一人が責任のもとで

の防災の意識というのを住民の方にも理解していただくことが一番じゃないかなと

思います。家族や隣人、そして地域の皆さんの人たちの絆づくりができて初めて心

の輪が広がっていくと思いますので、それを節に願いまして、これで一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（藤井公明君） 林田君の質問が終わりました。 

次に、川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 皆さん、おはようございます。 

梅雨前線も発達しまして、芦北球磨地方、警戒警報が出ております。先の雨でも

災害が出ておりますが、この時期、災害が最小限に終わるように願ってやみません

けれども、この災害に対しての執行部におきます危機管理意識はもっておられると

いうふうに思いますので、万全を期してもらいたいというふうに願っております。 

それでは、今定例会におきまして２つの問題について、町長と農業委員会会長に

質問をいたします。 

１つは、行政情報公開へのさらに徹底した取組みについてであります。１つは、

農業委員会事務局長の専任化と農業委員会等に関する法律第６条３項の規定の積極

的運用についてであります。 

まず、第１点の行政情報公開へのさらに徹底した取組みについて、町長に質問い

たします。今、まさに情報化社会であり、世界の動きを瞬時にして情報が得られる

時代になりました。情報の共有という点で、インターネットは現代になくてはなら
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ない情報機器となっております。ところで、昨年９月作成され配布されました本町

の行政改革実施成果報告書によりますと、これですけれども、この７ページの欄に

行政情報の公開の項があります。そこに成果として議会に対する説明のほか、町民

への行政情報の積極的な提供を行いましたとあります。私は、昨年１２月、また３

月議会でも少々触れたというふうに思っておりますが、委員会等でもですけれども、

果たして町民、議会も含め、満足する情報説明がなされているのでしょうか。まだ

まだ私は不十分と受けておりますが、皆さん方はいかがでしょうか。例を挙げます

と、首長交際費について、近隣市町村をはじめ、多くの自治体が毎月支払日、その

目的、支払相手、項目、内容、支払日、支払額を、市町村のホームページで公開し

ております。 

そこで、質問の第１点は、本町町長交際費については、その具体的支出基準及び

公開基準を定めて、本町ホームページで公開するように早急に対応する考えはない

のか質問するものであります。また、この行政情報の公開の欄にですね、改善事項

の成果として、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得ら

れるよう、情報提供の基準を作成し、情報の提供体制を整備しましたとあります。

ほかの市町村に比べて、本町は情報提供は整備されているというふうに私は思って

いないわけでありますが、今まで以上に多くの行政情報を町のホームページで見ら

れるように整備してはいかがかというふうに考えますが、これが第２点の質問であ

ります。 

次に、第２の質問、農業委員会事務局長の専任化と農業委員会等に関する法律第

６条第３項の規定の積極的運用について、町長、農業委員会会長に質問いたします。

今年４月１日付けの人事異動で農業委員会事務局長を専任としております。３月定

例会での予算審査等でも何ら説明もなかったと記憶しております。そこで、今回、

一般質問という形で専任した理由について、何であったのか、また農業委員会会長

からの要請によるものか質問をいたします。 

次に、農業委員会等に関する法律第６条３項の規定の積極的運用について、農業

委員会長に質問します。実は、私によく町内の出来事や、県政・国政に対していろ

いろと御提言をしていただき、また談話をしていただく友人がおりますが、１月半

前にこういう話をされました。それは芦北町にはいろいろな委員という人たちがた

くさんいるようだがということで、それは教育委員、民生委員、選挙管理委員、そ

して農業委員というふうにあるよねと、教育委員は我が町の小中学校の教育や社会

教育のこと、民生委員は高齢者や生活保護等を受けられる方々などの世話をする、

選挙管理委員は町の選挙、県や国の選挙を取り仕切る、そして農業委員は農地に関

する一切の事務を処理することになっていると思うがというような適確な役割も把
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握しておられる話でありました。 

そこで、農業委員だけど、選挙で選ぶことになっていて、何か議会の推薦を受け

て農業委員になれるという話も聞いているが、農地の取扱いだけで、あんなに多く

の農業委員が必要なのだろうかということであります。そして、また事務局も配置

されておるわけでありますので、率直にそういう意見を私にぶつけてこられました。

私は、そのときですね、今回、農業委員会事務局長が専任されたということで、何

かわけあって専任化され、また効率よくやるために配置されたように感じておると

いうようなことを言ったというふうに感じております。記憶によりますと、平成１

０年９月にですね、議会推薦の農業委員会選出問題でいろいろとごたごたしたこと

を記憶をしておりますし、私も１年生議員でございましたので、そのときは具体的

には感じておりませんでしたけれども、改めて農業委員会等に関する法律でありま

すことを確認してみたのであります。この法律第６条が農業委員会に権限を提供し

ておりますが、第３項がその規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民

に関する事項について、意見を公表し、他の行政長に建議し、またはその諮問に応

じて答申することができると規定していることを再確認したのであります。我が国

の農業は、今、ＴＴＰへの対応をはじめ、いろいろな対外的問題を抱え、本町の農

業は米作をはじめ、デコポン、柑橘類、タマネギ、畜産など、また高齢者対策、後

継ぎ問題、多くの課題が当面しているようであります。 

そこで、今回のこの法律第６条３項の規定を真剣に受け止めて、まず農業委員会

として芦北町町内の農業及び農民、すなわち農業従事者に関する事項について意見

を公表するなり、芦北町の農業振興の責任をもつ芦北町町長に建議、すなわち意見

を提出する考えはないものか。そんな議論は今までの農業委員会の会議等でされな

かったのか、まず農業委員会会長に質問をするものであります。 

第３点は、参考に他の行政長の諮問に応じて答申する権限が規定されております

ので、芦北町町長として本町の農業振興及び農業者に対する具体的施策について、

農業委員会に諮問して、その答申に従って、さらに有効、適切な農業振興を講ずる

考えは町長にないものか質問するものであります。 

以上申し上げ、明快な答弁を求めまして、第１回目の質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お答えいたします。 

芦北町情報公開条例及び芦北町長交際費取扱要綱に基づいて、公開を行うことと

しておりますので、広報あしきた６月号において、現在公開したところでございま

す。なお、お尋ねのホームページの公開につきましては、現在準備中でございまし

て、前向きに取り組んでまいりたいと思います。 
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次に、ほかの多くの行政情報をホームページで見られるようにということでござ

いますが、御存知と思いますけれども、現在、本町の公式ホームページには、町の

施策、計画などをはじめ、イベント情報など、５部門、３２分野、１５１項目にわ

たって掲載をしております。また、各種申請等、５４種類も併せて掲載しておりま

す。今後も引き続き、住民の皆さん方の満足度を増すための各種情報の提供に努め

てまいりたいと考えております。 

続きまして、農業委員会事務局長の兼務の件でございますが、平成２１年４月に

実施いたしました本町の機構改革で、御指摘のように、農林水産課長を農業委員会

事務局長兼任としたところであります。ところが、同年の１２月に行われた農地法

の改正によりまして、農業委員会の事務が大幅に拡大されております。このことに

対応できる組織とするため、兼務を解くこととしたものでありまして、なお機構の

変更にあたりましては、総務課長を中心に毎年実施している人事ヒアリングの結果

報告を踏まえて行ったものであります。改正農地法によって生じた新たな業務につ

きましては、農業委員会事務局長から答弁させます。 

最後に、農業委員会に農業振興策等を諮問してはどうかということでございます

が、芦北町におきましては、未来につなげる農林水産業振興基本条例を制定して、

その諮問機関として懇話会を設けております。懇話会には農業委員会の事務局も所

属しておりますので、農業委員会に振興策を現在のところは諮問するまでもないと

考えているところでございます。 

以上、答弁を申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 早川農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（早川純一君） 皆さん、おはようございます。 

改正農地法によって生じた新たな業務につきましては、農地の権利異動に伴う現

地調査が強化されたこと、また年１回の農地利用状況調査が義務化されたこと、遊

休農地対策が農地法へ移管されたこと、農業経営基盤強化促進法の改正に伴う農地

利用集積円滑化事業が創設されたことなどが主な業務でございます。 

次に、②の意見の公表、建議に関する農業委員会会長へのお尋ねでございますの

で、会長と十分協議を行いました結果、事務局の方で対応するようにとの委任を受

けておりますので、私の方から答弁をさせていただきます。改正農地法施行以来、

毎年度、農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検評価を実施いたします

とともに、次年度の目標及び活動計画案を策定し、ホームページにより幅広く公開

をしているところです。また、毎月開催をしております総会の傍聴をはじめ、議事

録の閲覧やパブリックコメントによる町民の意見募集など、積極的な活動を展開し

ておりますので、御理解をいただきたいと思います。 
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なお、町が行います農業経営基盤強化促進法に基づく要件設定等につきましても、

農業委員会の意見を十分に聞かれ、実施されているところです。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） それでは、第１の質問からいきたいと思いますが、これは交

際費についてはですね、どこの町村でもですね、透明性という形でいろいろ町民・

市民からの説明責任の中で、情報公開という中で、誰でもが見られるように今、イ

ンターネットで即座に見られております。本町ではですね、幸いに６月からは２２

年度の公開をされたということで、私も理解をして見たわけでありますけれども、

私は高い低いの問題よりも、よく委員会で町長交際費についての使途について問題

になるときに、執行部からはですね、上京して多くの事業に対する国・県の施策を

取り付けてですね、そういう多岐にわたる町長の任務であるから、交際費はまだ足

らないようなことも言っておられますので、それはそれであるならばですね、公開

して、こういう名目でちゃんと使っておりますよということが先でですね、私はそ

れからの論議になろうかと思うんですよ。他町村にない使い道もあるわけですので、

それから透明性、堂々とこういう交際費は使っているということをされればですね、

私は高い低いの論議よりも、その方がいいかなというふうにいつも思っておりまし

たので、そういうふうにありますし、もう公開基準例とか、それもほかのところを

見てみますとですね、本当明確にですね、してありますので、今後、ほかの基準は

ですね、定めたとありますけれども、この町長交際費による基準等もですね、早急

にされまして、年に１回の報告じゃなくして、毎月、その使途が公開されればです

ね、私はいいのではないかというふうに思いますが、町長、もう一回、明確な答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 後で具体的には総務課長に答弁させますが、ただいまの御意見

はしっかりとですね、受け止めまして、参考にさせていただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 今回、芦北町交際費取扱要綱ということで告示をさせてい

ただきました。その中で中身につきましては、非常に計画に、皆さんがご覧になっ

て、すぐわかるようなことで考えて作成をしてございます。 

それから、公開につきましては、今の時期に、ある程度、６月ぐらいに年１回

公表をするというような形をとらせていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 
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○１２番（川尻成美君） それは広報紙でですか。広報紙では今年からなっております

が、いわゆる私は月１回ぐらいは、毎月こういう形でやっていると。個人情報保護

条例に抵触する名前とかはできませんけれども、ある程度の要するに基準を決めな

いといけないと思うんですね、交際費については。これは町長交際費として使うと

いう、その基準を定めて、そして公開に対する基準も定めるという形を検討すべき

ではないかということですので、大まかに１年に１回公開するんじゃなくてですね、

そういう形の公開を私は望んでいるというふうに思いますので、いかがでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） ホームページの公開等々がございますけれども、先ほど町

長の御答弁の中で、現在準備中であるということでございますが、できるだけ早い

時期に登載をしていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

失礼いたしました。月に１回出したらどうかということでございますので、今

後の検討課題にさせていただければと思います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 町長がやれと言えば、すぐ執行部は動くと思いますので、そ

ういうふうに要請をしておきます。 

それとですね、この７ページの方に、先ほど冒頭、登壇して言いましたように、

整備をされたということで、整備されたように感じました。後でインターネットを

見てみて、入札契約情報なんかは見られなかったんですよ、前は、はっきり言って。

これは多分４月１日からか、５月からは見ましたけれども、そういうのは情報は得

ましたし、ほかのところはですね、もう逐次、もう入札情報なんかはですね、見ら

れよったんですよ。そういうことでですね、多岐にわたってということで、行政情

報としてですね、そういう提供はやはり今やっているのではなくて、よく聞きます

と、他町村のことはあまりですね、どこがこうだからと言いたくはないんですけれ

ども、皆さん方もプライドもあるだろうし、なかなかですね、ほかのところはどう

のこうのということにはなりませんけれども、やはり連携したですね、市町村連携

の中でですね、やはり高いレベルの情報公開をもっているところには、やっぱり習

い学ぶということは、私は大事なことと思いますし、御存知のとおり、昨年の１０

月の熊日の情報公開ランキングにはですね、はっきり言って３９位か何かで載って

おりました。その調査の方法がどうのこうのということかもしれませんけれども、

あっさり言って、やっぱり情報公開は条例で定めてもですね、やっぱり提供するや

さしさがなからんと、私は情報公開という形ではいけないんじゃないかと思います

ので、もう一度、町長、情報公開という形においてですね、町長の明解な答弁をお



－30－

願いしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 議員のおっしゃるとおりでございますので、先ほども申し上げ

ましたとおり、住民の皆さん方の満足度をですね、上げるような、そのような取組

みをしてまいりたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） そういう中でですね、この１番は最後にしますが、情報公開

の審議委員がおりますよね。予算も今回は２万５,０００円しか２３年度は組んで

ありませんけれども、こういう方々は何を、各課長に選任されておるんですか、そ

れとも民間がおられるんですか。その点をして、何を会議で昨年度はしたのか、そ

れを１点お聞きしたいというふうに思います。 

○議長（藤井公明君） ちょっと答弁の検討をされるそうですので、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１０時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 御指摘の点でございますが、芦北町情報公開審査会規則と

いうのがございまして、その中で審査会の委員は識見を有する者のうちから町長が

任命するということでございます。その中でいろんなですね、準備はしてあるわけ

でございますが、開示要求とかの件につきまして、非公開しなければならないとい

うようなときに、この審議員さんたちに御参集をいただきまして、審議を行うとい

う形をとってありますので、御理解をいただきたいと思います。 

審議員の名前まで。 

○議長（藤井公明君） いや、名前は公表するんじゃなく、何名でいいです。 

答弁準備のため、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時０１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 委員の選考につきましては、第２条でございますが、審査
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委員会の委員は、先ほども申しましたように、識見を有する者ということになって

おります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） すみません、何回も。実は、先ほどの開示要求等がありま

したら、そのときにその委員を集めるということで、まだその選任については行っ

ておりません。そういうことでですね、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 多分、予期しなかった質疑かと思いますけど、私は準備周到

されとるかなと、情報公開だからですね。昨年も組んであったんですよ、４万いく

ら。質疑で５名て言っておられますよ、予算審議のときに。名前は公表されない。

だから、それに執行部だろうというふうに私は感じて、こういう情報公開のですね、

町民に対しての明確なこういう過程でですね、そういう人たちが加わるのかと思っ

たんですけれども、ただ情報公開開示に対することで何らかのことがあったらする

ということだけということで理解していいんですか。こういう別にまださらに公開

示・・に努めなさいとか、そういうことで審議する予算じゃないんですか。それじ

ゃあ理解しました。２万５,０００円という予算が組んであるものですからね、職

員であれば、私は要らないでしょう。だから、外部と思いますので、有識者という

のはですね。予算に組むなら、早く審議を定めてですね、すべきでしょう。だから、

それはすべきということを指摘しておきますので、してください。 

次に、第２の質問にいきますが、大変残念なことに農業委員会会長を要求した

んですけれども、なかなかですね、難しいという、難しいじゃないんですけどです

ね、あったんですけれども、実は敬意を表しながらですね、出席していただければ

なあというふうにですね、思っとったんですけれども、局長に任命するということ

で、預けるということでございましたので、それはそれとしていきますけれども、

町長答弁で、また局長の答弁でも、法律改正等で事務が多岐になったということが

一番の選任の理由というふうに思いますが、そういう中ではっきり申し上げて、２

０年の１２月５日に全員協議会がありまして、２１年度行政組織再編の基本方針等

について説明を受けて、その資料もここに手元に持っておりますが、その２の

（２）の④に農業委員会と農林水産課の連携を強化し、町民の利便性を向上という

ことで兼務なったということで、私もですね、これには一つ部局があってですね、

性格が違うと、法律上ですね、農業振興にもの申す委員会が農業委員会であると思

うんですよね。いろんな町民側に立ってですよ、行政の予算執行において、やっぱ

りこういうのをするという、そういうことで部局が私はあると理解しておったもの
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だから、課長が兼任することはあまり良くないんじゃないかなあというふうに考え

て、全員協議会でもですね、少々触れたこともあると思います、その理由をですね。

しかし、職員の給与面、財政面で効率的に行うならばということで、そういうこと

でその後は何も言わなかったんですけれども、しかしながらですね、事務が多岐に

なったからということで、そういう兼務されたということであれば、さらにですね、

今までも立派にやられとったというふうに思いますが、さらにこの３項に規定して

ありますように、役割というのを十分認識した委員会にならなければいけないとい

うふうに思いますし、今後ですね、そういう会議が建議という難しい言葉ですけれ

ども、それは意見を申し上げるという、町長に意見を申し上げるということが建議

という言葉で理解しておりますので、今まで私の冒頭の中で、したことはあるんで

すかと、そういうのを建議したことはありますかという質問もあったんですが、今

までそういうことはいかがですか。あったんですか、なかったんですか、まずそれ

から。 

○議長（藤井公明君） 早川農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（早川純一君） お答えいたします。 

これまでにつきましてはですね、自主的に農業委員の積極的な意見を言うという

ことはございませんでした。ただし、先ほども答弁を申し上げましたが、農業経営

基盤許可促進法に基づく利用権の設定等におきましてもですね、町に対して意見決

定を行うようになっておりますので、そういったことで御理解をいただければと思

います。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 深くあれこれとは申しませんけれどもですね、やっぱり今後

の基幹産業であります農業振興に対してですね、お互い局と課がですね、切磋拓磨

していくのが当然だと思いますし、町長もその件についてはですね、やっぱり農業

委員会の委員の方々に対してもですね、そういうことの中でですね、やはり提言を

答申をいただけるように諮問を今後してですね、あなたたちの委員会ではやっぱり

いい意見はないのかという、そのくらいはですね、町長、言うのが当然だというふ

うに思いますが、今まで言われたケースもあるのか、今からどうしていかれるのか、

お答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） これまでには局長答弁のようにですね、あっておりませんけれ

ども、農業委員会の設置目的とか、その役割からいたしますとですね、議員の御意

見ももっともであるというふうに理解しております。今後、課題とさせていただき

ます。 
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○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 今日は、苦言を申し上げましたので、今後、さらなるですね、

芦北町の農業振興、あるいは町民にわかりやすい情報提供に研鑽されることを切に

期待を申し上げて、質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） これで川尻君の質問が終わりました。 

ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 皆さん、こんにちは。 

はじめに、県の議長会の会長に就任されました藤井議長に対しまして、心からお

喜びを申し上げたいと思います。今後、地方自治の振興に一段と弾みがつくものと

期待しておるものでございます。 

３月１１日の東日本大震災で亡くなられました多くの方々に、まずをもってお悔

やみ申し上げます。また、避難生活を送られておられる多くの皆様方に対しまして

も、心よりお見舞いを申し上げるものでございます。 

今回は、３つの問題について質問いたします。 

第１点は、東日本大震災に関する支援について、町予算からの支援は考えていな

いのか。２点目は、平成１９年６月定例会におきまして質問いたしました佐敷小学

校の机、椅子の導入について、他校への導入は佐敷小学校の実証結果を見た上で導

入は進めたいとの答弁が行われましたが、その実証結果はどうだったのか。３点目

は、学校全体の導入計画はどうなっているのか質問いたします。１点目は町長に、

あとの２つは教育長に御答弁をお願いいたします。 

３月１１日に発生した巨大地震と巨大津波、加えて原発事故という日本人が初め

て体験した３つの同時災害、この東日本大震災から３カ月余の月日が経過し、死者

１万３,０００人、行方不明者１万４,０００人、９万人以上の方々が避難生活を続

けられておられます。このような状況の中にあって、被災した人々は見事なまでに

自らを律し、公と私のバランスを保ち、愛する家族を失い、財産を失った中でも、

投げやりになったり、あきらめたりせずに、強さを保ち、他者への思いやりを実践

されてこられました。この試練のとき、肉親や友人を失った極限状態の中での行動

に対し、諸外国が日本人の素晴しさを讃えております。 
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このような苦しみと悲しみの中、３カ月が経過し、本町では多くの町民からの募

金をはじめ、支援活動の輪が広がっております。地震発生後、１週間目の３月１７

日には、町議会全員協議会が開催され、甚大な被害を受けられました東海カーボン

石巻工場への支援について、執行部から提案があった義援金、義援物資についての

支援を決定いたしました。また、３月２６日には、佐敷中学校生徒会がファーマー

ズマーケットデコポン広場において、義援金の募金活動を行っております。この活

動に町長も参加され、支援に対する意識の高揚に努められておられます。一方、町

民からの受付けの義援金についても、５月末日現在、６６０万円余の町民からの尊

い義援金が集まっております。 

このような支援状況の中で、私が残念に思っておりますことがあります。それは

被災地に対して、町予算からの義援金の支援がないことでございます。３月１７日

の東海カーボンの説明のとき、私は町として一般被災者に対して支援することを一

番に捉えることが筋道ではないかと発言し、被災地に対する町予算による支援を促

しております。被災地の支援については、国民みんなが当事者意識をもって支え合

うことが大事であり、また自治体同士の助け合いも大事でございます。我が郷土が

誇る幕末の思想家、横井小楠は政にあたっては、公か私事かで考えるならば、自ず

と答えは見えてくると言っております。今回の町予算の義援金については、身近な

企業に支援することも大事ではありますが、もっとも大事なことは、被災地に愛の

手を差し伸べることではないでしょうか。どちらが公で、どちらが私事であるかを

考えるならば、自ずとその答えは出てくるものと思っております。県下の支援状況

を見ましても、ほとんどの市町村が予算による支援を行っております。義援金の支

援がない市町村は、それに見合う物資支援、人的支援など、それぞれ交付をして行

っており、県内市町村の約８５％が町予算による支援を行っております。先ほど述

べましたように、被災者支援については、国民みんなが当事者意識をもって支え合

うことが大事であり、また自治体同士の助け合いも大事であります。 

ここで町長に質問します。町予算による支援は考えていないのか、町長の明解な

答弁を求めます。 

２点目と３点目の質問については、平成１９年６月定例会、今からちょうど４年

前でございますけれども、１９年度予算で購入計画の佐敷小学校机・椅子を新しく

買い換える約１,０００万円の事業について、現在利用している机・椅子の老朽化

による買い換えなのかの質問に対し、教育長は老朽化による買い替えでなく、最近、

学校教育現場において、児童・生徒たちの情緒不安定やストレス等の問題が危惧さ

れており、木質材料を使った木の温もり、木の香りが情緒不安定、疲れ、ストレス

等の解消機能に非常に高い効果があり、佐敷小学校に導入し、そこで得られる効能
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をあらゆる角度から実証し、その効果を検証しながら、今後、学校全体の整備計画

において、町の財政状況を踏まえ、積極的に導入できるよう計画したいと答弁され

ておられます。 

質問いたします。実証による効果はどうだったのか。また、全学校への導入計画

はどうなったのか、教育長の責任ある答弁を求め、第１回の質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お答えいたします。 

東日本大震災に係る被災地支援についてでございますが、町からの予算支援は考

えておりません。支援の方法はそれぞれの自治体の考え方でよいと思っております。

本町は役場本庁をはじめ、町内１０カ所に義援金箱をいち早く設置いたしまして、

多くの町民の皆様、企業、団体、そして小・中・高校生から一日も早い復興を願わ

れて、多くの義援金を頂き、熊日新聞社を通じて送金したところであります。また、

人的支援としまして、これまで２名、現在も１名派遣中であります。今後も要請に

応じて、できる限り支援していきたいと考えております。なお、本定例会に人的支

援に係る予算をお願いしておるところでございます。 

以上であります。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

効果についてですけれども、研究発表会、授業参観等で学校を訪問し、児童の授

業、生活態度を確認した中で、木製の机・椅子は木の暖かみがあり、香りもよく、

児童の落ち着いた授業態度が見受けられます。教職員へのアンケート調査結果も同

様の意見でございます。また、木製は傷つきやすい反面、物を大切にする姿勢が養

われております。導入につきましては、今申し上げましたとおり、様々な特性が見

られましたので、補助事業の活用など、財政的な問題もありますが、今後、各学校

の導入計画を策定してまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） まず、震災関連から質問いたします。３月の１７日、東海カー

ボンの問題で全員協議会がございました。その席で藤崎副町長から、こういう支援

を行いたいというようなことで説明があったわけでございます。内容は水あるいは

食料、物資支援を５０万円ほど考えておるというような説明であったわけでござい

ますけれども、その折、私は５０万円にこだわることなく、１００万円ぐらいを限

度としてやったらどうかというようなことを言っております。そのとき、やはり一
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番に考えることは、一般被災者に対する支援を一番に考える必要があるのではない

か、筋道ではないかというようなことも、そのとき私はお願いをしたわけでござい

ます。 

県内の支援の実態をここで私が調べた範囲でお話をさせていただきたいと思い

ます。５月９日現在でございますけれども、県内４５市町村のうち、３１市町村が

予算からの支援を行っております。これはもう新聞紙上にも何回か載りましたけれ

ども、菊池市の５,０００万円を筆頭に、町村では１,０００万円クラスが８町村で

ございます。ついでに紹介いたしますと、和水町、南関町、大津町、菊陽町、あさ

ぎり町、多良木町、南阿蘇村等々で、県内の町予算支援額は２億５,０００万円と

いう数字でございまして、これを支援した数で割りますと、約８００万円平均とい

うようなことになっております。ちなみに、住民から受けた義援金の総額は約５億

円で、予算支出の倍の額になっておるわけでございます。これは全市町村が行って

おります。先ほど町長の話にございました町内の企業とか、いろんな形での義援金

の募金を行って、それを県の方に送る、そういう活動紹介がございましたけれども、

この活動は全国どの市町村でも行っておることではなかろうかと思っております。

町予算による義援金を実施しない市町村の中でも、人的支援あるいは物資支援を行

っておる市町村が７市町村ございます。身近なところで、水俣市の例でございます

けれども、義援金はありませんけれども、無洗米、洗わずに炊ける、恐らく米だろ

うと思いますけれども、１０トン。それから、白米を３.４トンの物資の支援を行

っております。また、熊本市も予算による支援はございませんけれども、人的な支

援を中心にやっておるようでございます。事務職、土木職、消防職、医師、保健婦、

福祉、その他１７４名が派遣されておるようでございます。主な県内の事例を申し

述べましたけれども、県内４５市町村の３８市町村で、予算による支援か人的支援、

あるいは物資支援を行っております。率にして８４.４％となっております。国民

みんなが当事者意識をもって支え合うことが、また自治体同士の助け合いの精神は

大事でありまして、町予算により支援することは常識の範囲内ではないかと考える

わけでございます。これからでも遅くありません。大関山からの地下水から製造し

ております真っ清水でも結構ではありませんか。大きなトラックで運送して、水を

送る。それでも私は十分なる支援だと思っております。ここらでそういうものを発

揮すべきではなかろうかと思っております。 

再度、町長の見解を求めます。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 熊本県下市町村の中で予算支援をしたところ、これは全部聞い

たわけではありませんけれども、数例申し上げますとですね、ある町は自分の町が



－37－

被災したときに、予算支援をいただいたので、今度はそのお返しだというところが

ありました。もう一つ、今度は別の例を申し上げますと、自分の町で募金活動をし

てもなかなか見通しが立たないと、集まりにくいと。そこで、もう町で予算編成を

しましたということ。実際ですね、その町は予算よりも低い募金しか集まっており

ませんでした。だから、これはもう町で組んでよかったなあということをおっしゃ

っていました。その他ですね、複数の自治体の長がこう申されました。ある市が高

額の予算支援を行ったためにですね、こらあ新聞に載るぞ、テレビにも出っぞと、

こらあ町として村としてしとかんば何ちゅ言われるかわからんけん、だからしまし

たというところがですね、数カ所ございました。ですから、そういう例を見ますと

ですね、必ずしも心のこもった義援金になってないんですね。それよりも、私は芦

北町は交付税をいただいて、やっとですね、行政財政運営をしている町であります

ので、むしろその町民の皆さんから預かっている税金からするよりも、町民の皆さ

ん方のお一人お一人のですね、真心に訴えた方が私は本当のですね、やっぱり支援

になるんだというふうに今思っております。ちなみにですね、物資等につきまして

は、芦北町でももういち早く非常食を送っております。それと、ＪＡは食料をです

ね、直ちに送りました。いろんな米を中心としましてですね、送っております。で

すから、芦北町もいろんな分野でそれぞれが役割を果たして支援活動をやっておる

ところであります。そしてまた、もう一つ申し上げますと、熊本県町村会、これで

もですね、被災した３県につきまして、既にもう予算措置をしております。ですか

ら、それはむしろもう私どもの町村を代表してですね、熊本県町村会がそういう措

置をしたわけでありますから、これはですね、やはり先ほど申しましたように、本

当の町民の皆さん方の真心をおつなぎするというのがですね、もっとも私は人道的

支援であるというふうに考えております。ちなみに、寺本町長御在職中にいろいろ

被災があってます。そのとき田浦町で予算支援を組まれたのかどうかですね、私が

調べたところではちょっと確認できておりません。至近な例を申し上げますと、不

知火の松合、これは世界のニュースにもなった悲惨な高潮の事故でございましたけ

れども、災害でありましたけれども、そのときはじゃあ当時の田浦町はいかがされ

たのかということをですね、逆にお伺いしたいなと思うんですが、まあそれはよろ

しいです。そういうことで、私どもは今まで申しましたような思いから、町民の皆

さん方の温かいお気持ちにお訴えするということで今日までまいりました。ちなみ

に、現在、義援金については大幅に残ることが確実という報道もなされておるとこ

ろでございました。以上、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 寺本君。 

○４番（寺本順一君） いろいろと例を例えて、特例といいますか、そういうものでお
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話をいただきました。また、比較の一つとして、私の町長時代のことを引き合いに

出されたようでございますけれども、私１年半の町長在任でございましたので、そ

の時期に果たしてそういう災害があったのか、ちょっと調べてみなわかりませんけ

れども、私はそういう比較対象に、そういうことをすること自体がおかしいんじゃ

ないかと、私はそういう概念をもっております。今回の支援において、企業への支

援と一般被災地についての支援について、どちらが公の政と考えるのか、町長の見

解をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 東海カーボンのお話が出ましたけれども、昭和５７年に田浦、

そして芦北地域は大洪水に見舞われました。このときは災害救助法を適用され、自

衛隊からもですね、救援活動も行われたわけでありますが、その折、東海カーボン

から旧田浦町に多額のですね、義援金をいただいております。そういうことを考え

ますとですね、やはりいち早く対応すべきであるということが一つ、そしてもう一

つはですね、一般の方々への被災救援でありますけれども、このときにはもう既に

ですね、募金活動を開始してたんですよ。ですから、それはもう１日２日で集まる

わけじゃありませんから、やはりある一定の期間を経て、それを取りまとめてお届

けするわけですから、もう東海カーボンに支援を決定したときには、既に一般の募

金活動は開始しておりました。ですから、いずれも大事であります。そして、東海

カーボンは我が町にとっては大事な大事なですね、やはり地場の経済の活性化、雇

用の安定、あるいは人口の定住化、あるいは財政面でも大変貢献を歴史的にいただ

いたところでありますので、これはですね、やはり法人といえども、人と書きます。

やはりそこには心が通じてあって然るべきと思います。そういうことで両方大事で

ありますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 私は、今回の町長の行動に対しまして、一番の企業に、さっき

言われたように、支援するのもそれで結構なんですよ。やはりこっちをするときは

ですね、やはり一般被災地のことも考えて、こっちも町予算で出しておるんですか

ら、一般被災者に対しても町予算をすべきじゃないだろうかというような考えをも

っております。そのことに対して。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 結論は出ないようでございますので、私が御提案申し上げたい

と思いますが、ただいまの寺本議員のですね、御提案が芦北町議会の全会一致の御

提案であれば、直ちに取り組みたいと思いますので、まずは議長とどうぞお話し合

いをなさってください。 
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○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） どこまで議論しましても、恐らく平行線だろうと思っておりま

す。町民の方にですね、この問題を問うてみたんですよ。町民からどういう返事が

返ってきたと思いますか。町として恥ずかしいという、直接、そのときぽって返っ

た言葉がそういう言葉でした。この言葉を町長はどう受け止められますか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） まあ町民の方が２万人もいれば、いろんな意見がありましょう。

私の耳にはそんな言葉は届いておりませんし、まあほかの議員さん方がどうなのか

ですね、ということでございます。いろんな意見があるんでありましょう。だから、

もう重ねて申し上げます。議会の皆さん方の統一したですね、御提案であれば、直

ちに取り組みます。本町としては予算支援は考えておりません。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 企業の問題に対しては、いち早く議会の方に、全員協議会を要

請して開いた。一般のことについては、開かずに、議員総意であればいいですよと

いう、そういう答えの出し方はいかがなものかと、私、考えます。そのような考え

方では、この町を誇りに思っておる町民の方々が恐らく、私個人の考えでございま

すけれども、がっかりされるんじゃないかというような気持ちを今持っております。

また、子どもの教育にも悪いと思っております。これは私個人の考え方でございま

す。そういうことで、この被災地の問題についてはいろいろと申し上げましたけれ

ども、意見の食い違いもあるようでございます。先ほど県内の実態を申し上げまし

たように、８４％という市町村がそういう活動を行っておりますので、一つそうい

う県内の実態といったものも参酌しながら、まだまだこれから続きますので、一つ

考えていただければと考えております。真っ清水でも町予算で買って、それをやっ

てでも結構なんですよ。額は問いません。１００万円でも２００万円でもいいんで

すよ。心が通じれば、それで私はいいんじゃなかろうかと思っておりますので、こ

の問題は以上をもって終わりにさせていただきたいと思います。 

次に、教育委員会、教育長にお尋ねをしたいと思います。授業参観のときに、結

局、見て、何かそういう結論を出したとまでは言いませんけども、木の机が良かっ

たというようなことをちょっと言われましたけれども、学校と教育委員会、この問

題で話し合いをされたり、あるいは文書によって問題の追及をされたか、そういっ

たところを具体的にお願いしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） 答弁の中でも申し上げております学校現場につきましても、

調査をいたしております。今後についての調査をいたしております。学校現場につ
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きましても、教職員に調査をいたしております。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） これは後で調べればわかることでございますけれども、私はな

ぜこの机・椅子の導入についてこだわりをもつかといいますと、まだ使える机・椅

子、立派な机・椅子があるのに、それを結局、木の机にやり替える、それも膨大な

予算ですよ。１年間で１,０００万円、芦北、佐敷小学校は２年かかっていると聞

いております。それは恐らく２,０００万円近くなったのか、２,０００万円を超え

たのか知りませんけれども、そういう膨大な予算によって導入をされておるわけで

ございます。私は、１９年の６月議会の中で、物を大事にすること、辛抱して使う

こと、それが教育ではないかというようなことを発言しました。まだまだ使えるや

つを、結局やり替えるということ自体、非常に緊縮財政の中で予算的にも問題があ

るんじゃないかというようなことで、この問題を質問したわけでございます。 

それともう一つ、町の総合計画の中に、全く位置付けがなされてないということ、

なぜなのか。１,０００万円、２,０００万円という大きな備品購入について、全く

町の振興計画の総合計画の中に位置付けてないということ自体、私は疑念をもって

おるわけでございます。教育長、そこらの一応答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

導入時の趣旨も申し上げておりますとおり、木製の机・椅子におきましては、肌

触り、そしてまた暖かみ、香り、総合的な、化学的な各熊大でありますとか、愛知

教育大学でありますとか、九州大学等でのそういう調査結果も出ております。そう

いうものを佐敷小学校の中で我々は導入して、そしてこれまでにその効果をずっと

調査してまいったところでありました。その結果、授業の中での子どもたちの落ち

着きでありますとか、そしてまた、物を大切にしたい、するという、そういう子ど

もたちの心も培われてきております。こういうものを私たちはしっかり見極めて、

これからも計画をしていきたいと思っております。また、今おっしゃいましたその

総合計画の中にないんじゃないかというようなことでございますが、教育環境の整

備の一環として、これは位置付けておるものと私どもは認識をいたしております。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 既に４年が経過いたしました。最初、この場で答弁した、結局、

今後導入計画を立てて、各学校いたしますというようなこと、全くその問題が解決

されていないわけですね。今後、私は逆にですね、導入されない方がいいんじゃな

いかと。なぜかと言いますと、予算の問題が一つ。使えるやつをやっぱり辛抱して

使う、そういう形でやることも教育の一環だと思いますので。教育長の答弁を聞い
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ておりますと、内容がちぐはぐでございまして、ちょっと理解できない点もあるわ

けでございます。どうも４年前の答弁、現在の形、それを考えた場合、私は騙され

とっとじゃなかろうかというような感じさえ受け止めるわけでございます。議会政

治の中で、やってはいけないことが一つあるといわれております。それは何だと思

いますか。急な質問内容でちょっとわからんと思いますけれども、議会政治の中で

やってはいけないことは、嘘をつくこと、これだけは駄目というようなことになっ

ております。どうも私、４年前から、今回見ておりますと、そういう感じを受けま

すので、今後そういうことが一つないように、お互いですね、これはお互いの問題

でございます。お互いないように、一つ気をつけていきたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。どうも。 

○議長（藤井公明君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） 私は、嘘を申し上げておるつもりではございません。この年

次計画、この導入計画につきましては、その木製の机・椅子の子どもたちの情緒安

定な経過をしっかり眺めながらというようなことでございますので、１年や、短期

間でのですね、そういう事業効果というのは期待できません。今やっとそういうも

のを積み上げてきたところでございますので、嘘は申し上げておりません。 

以上でございます。誠実に答弁申し上げております。 

○議長（藤井公明君） これで寺本順一君の質問が終わりました。 

ここで、昼食のため休憩し、午後１時より開会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

最後に、坂本君。 

○１番（坂本 登君） 皆さん、ご苦労さまです。日本共産党の坂本登です。議長の許

可がありましたので、与えられた時間内で一般質問をいたします。 

はじめに、先日、６月１１日、１２日の大雨の折、土曜、日曜、休日にも関わら

ず、昼夜を問わず、職務を全うされました役場職員の皆様方に心から感謝を申し上

げます。 

３月１１日、東日本大震災、福島第一原発の事故の発生から３カ月を過ぎました。

犠牲になられた多くの方々への哀悼とともに、すべての被災者の方々への心からの

お見舞いを申し上げます。被災地では今もなお９万人近い人が避難所生活を余儀な

くされています。大震災により被災され、被害を受けた全ての人々の苦しみ、悲し
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みが軽減され、涙に暮れない日がくることを心から願っています。また、被災地で

寝食を共に救援活動に参加し、被災地の復興に御尽力いただいている自治体職員、

関係団体、ボランティアの方々一人一人の安全を願うとともに、心から敬意を表し

ます。 

国難ともいえる社会情勢の中で、今の国会を見ていますと、不信任案を出したか

と思えば、今度は大連立騒動に菅総理の早期退陣要求など、主権者である国民に背

を向け、党利党略の権力争いに終始していて、国権の最高機関としての国会の役目

を果たしていないと思います。 

阪神淡路大震災での教訓は、開発優先の復興により地域を分断させ、人間が生活

する上で大切な人と人とのつながりをばらばらに破壊してしまい、自殺者を増加さ

せ、高齢者の孤立と孤独死を増加させました。東日本の被災地の復興は、大企業、

行政主導の復興計画の押しつけは、阪神淡路大震災での教訓を生かしていません。

同じことを繰り返さないとの反省の上で、国として総力を上げ、全ての知恵を総結

集させ、国家プロジェクトとして地域住民の福祉、暮らし最優先の復興を目指すべ

きです。 

日本共産党は、震災後直ちに東日本震災救援募金活動を党内外で取り組み、現在

まで６億５,０００万円の募金を被災地の自治体及び農協、漁業組合などに届けて

います。志位委員長をはじめ、党の幹部、国会議員が被災地にお見舞いと調査に入

り、被害の実態調査と住民、自治体の声をしっかり聞き、地域要求、住民要求を第

一に考えた復興計画を提案しています。 

私は、町政に対して、町民全体の立場に立って、良いことは良い、悪いことは悪

いと、はっきりものを言います。 

それでは、先に通告していました問題について、順次質問をいたします。 

１、町長交際費の削減について、４つのことをお聞きいたします。３月定例会で、

私は、芦北町の町長交際費は他の市町村と比較して多すぎるとして、一般会計予算

に反対をしましたが、皆さんも御承知のとおり、反対討論中に議長から討論は短く

簡潔にと中断されてしまいました。いくつかの問題点を上げ、なぜ反対なのか明確

な理由を述べることができませんでしたので、今回、一般質問で取り上げることに

いたしました。また、質問通告書を提出するにあたりまして、通告の要旨は詳細に

記入することと明記しておりますので、それに従い、今回は特に詳細に記入して質

問通告書を提出いたしましたので、わかりやすく明確な答弁をお願いいたします。 

１つ目は、今日厳しい財政危機の中で、政府も全国の地方公共団体も事業の見直

し、削減、事業仕分けなどで経費節減に努めています。県都である熊本市は人口７

３万人で、政令指定都市を目指しています。人口が芦北町の約３５倍にあたる熊本
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市の市長交際費は１７１万円です。これに比べて芦北町の町長交際費は本年度当初

予算で３００万円です。財政規模、人口比から見て、町長交際費は多すぎると思い

ます。これについて、町長はどのような認識をしておられるのかお伺いいたします。 

２つ目は、熊本市は約１０年前より、市長交際費の取扱いについて、①熊本市交

際費取扱指針、②交際費支出基準額表、③交際費取扱指針の運用について、④熊本

市交際費公開指針の４つの文書を確定して公表しています。市長、副市長交際費の

予算執行の内訳明細については、毎月ホームページに掲載しています。このように

して、市長交際費の大幅削減、透明化を図っています。先日、芦北町情報公開条例

に基づき、平成２２年度町長交際費の内訳を見せてもらいましたが、項目の内容を

修正インクで消している箇所がかなりありました。町長交際費の内訳を見ると、金

額が多いだけでなく、透明性がありません。また、交際費の趣旨、支出する相手方

や支出項目の区分等を示す取扱指針などの明確な基準やガイドラインが決められて

いるのかどうか疑問です。決められていたら、内容をお答えください、決められて

いないなら、直ちに作成すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

３つ目は、熊本市長名で発信される弔電の発信相手方について、熊本市では市政

運営に関係の深い４つの区分に該当する方、及び職員においては血族、１親等以内

の者、または同居の姻族１親等の者が死亡した場合に限り支出できるとなっていま

す。また、弔電の予算は市長交際費に計上されています。芦北町では町長名で発信

される弔電は、亡くなった町民の方々の喪主に対して発信されていますし、予算は

町長交際費ではなく、総務費、役務費で計上されています。弔電の相手方について

は、一定の基準を設け、予算は総務費ではなく、町長交際費に計上すべきではない

かと思いますが、町長のお考えはいかがでしょうか。 

４つ目は、広報あしきた６月号に、平成２２年度町長交際費の内容が初めて公表

されていましたが、その支出項目の内容で目立つのは、来庁者ＰＲ用特産品及び御

樽代として、ある特定酒造業者の特産品が年間交際費支出総額約２６３万円の半分

を超えています。町内の生産者、業者などは、不況の中で町の特産品などを製造し、

一生懸命に頑張っています。特産品の宣伝という名目ではありますが、来庁者に税

金である公金を使用して、特定業者の特産品を手土産などとして持たせるというこ

とは、見直すべきだと思います。公職選挙法では、選挙で選ばれ公職にある者は、

冠婚葬祭にあたって選出された自治体の有権者に対しては、一定の制約がなされて

います。現職の議員、または立候補予定者には選挙告示の９０日前からは、寄附行

為などに対しては罰則が決められています。公職選挙法のこの精神は、有権者の審

判を受け、公職にある者は重く受け止めることが重要だと思います。国難といわれ

る東日本大震災、福島原発災害などによる復興には巨額の財源を必要としています。
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自治体の長として、町長交際費の基準、相手先、項目などを見直し、大幅な交際費

の削減を図るべきだと思います。これらのことを勘案し、本年度当初予算で３００

万円が決まっていますが、残された期間、交際費の思い切った節減に心掛けていた

だきたいと思いますが、町長の決意のほどはいかがでしょうか。答弁をお願いいた

します。 

次の質問に入ります。町営住宅建替え計画について、２つのことについてお聞き

いたします。 

１つ目は、憲法第２５条では、全ての国民は健康で文化的な生活を営む権利を有

するとなっており、これに基づく公営住宅法は地方公共団体に住宅環境の整備を求

めています。町内には老朽化した町営住宅がいくつかあり、これらの老朽住宅は耐

震問題、環境、衛生問題などで、いくつもの問題を抱えています。芦北町は少子高

齢化、低所得者の増加などの中で、老朽住宅の建替え計画について、どのような考

えをもっておられるのか答弁をお願いいたします。 

２つ目は、町営住宅そのものの補修、環境整備と併せ、住宅内の補修など、切羽

詰まったものがあります。緊急を要する補修など、どのような手段で把握されてい

るのですか。また、老朽化した住宅の補修、環境整備に年間どの程度の予算が組ま

れているのですか。出されている補修工事の要望などに十分足りているのですか。

答弁をお願いいたします。 

最後の質問に入ります。芦北町地域防災計画の見直しについて、１点だけお聞き

いたします。東日本を襲った巨大地震、大津波、福島第一原発事故と、想像を絶す

る災害に遭遇し、政府、各地方自治体とも、あらためて防災計画の見直しに迫られ

ています。布田川・日奈久断層帯は、阿蘇外輪山の西側斜面から八代海南部に至る

活断層帯で、田浦から御立岬、八代海南部を通る約１０１キロメートルの活断層で

す。芦北町は鹿児島県の川内原子力発電所から直線距離で約６０キロメートルの距

離にあります。芦北町地域防災計画では、大津波、大地震に対する計画はあります

が、今度の巨大地震、巨大津波の教訓から、対策の見直しが必要だと思いますが、

いかがでしょうか。また、芦北町地域防災計画第２６節、海上災害対策計画に大量

の放射性物質の放出があったときに、どう対応するか少し触れられていますが、原

発事故については全く触れられていません。鹿児島県の川内原発、佐賀県の玄海原

発の事故が発生した場合の対策も入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

町長の明確な答弁をお願いいたします。 

以上をもちまして、本壇からの質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お答えいたします。 
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町長交際費についてお尋ねでございますが、そもそも町長交際費は御存知と思い

ますけれども、町政の円滑な執行を図るために、私、若しくは代理の者が町を代表

して外部との交流を図るために支出する経費でありまして、支出につきましては、

社会通念上、妥当な範囲で、必要最小限にとどめるよう、総務課長が判断して行っ

ております。また、交際費の中には、企業などが行う取引先への接待費あるいは飲

食費などは含まれておりません。もっぱら公益に資する町の発展に役立つように、

公的な活動を円滑に遂行すべく活用しております。重ねて申し上げますが、交際費

につきましては、町長判断ではなくて、総務課長がその使途、金額等について判断

しております。以下、具体的には総務課長から答弁させます。 

続きまして、町営住宅の建替えについてでございますが、この計画につきまして

は、旧芦北町、旧田浦町において、合併前に策定された住宅マスタープランや公営

住宅ストック総合活用計画を参照しながら、合併後、平成１８年３月に芦北町公営

住宅等１０カ年計画を策定しました。この計画をもとに老朽化した住宅の建替え等

を進めております。具体的な内容及び補修、環境整備に係る件につきましては、担

当課長から答弁させます。 

次に、防災計画の見直し、特に川内、玄海原発の事故が発生した場合への対策と

いうことでございますが、先に林田議員の質問と重なっておりまして、林田議員に

答弁したとおりでありまして、国・県の計画を見まして、町の計画に反映したいと

考えております。 

以上であります。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） それでは、町長交際費の削減について、私の方から御説明

をいたします。 

まず、①でございます。人口が芦北町の３５倍ある熊本市に比べ、町長交際費が

多すぎるのではという認識はいかがかと、多すぎということで、認識はいかがかと

いう御質問でございます。財政規模や人口比が高い低いという理由で、交際費が多

いとか少ないとかは一概に比較はできないものと思われます。熊本市の例を申され

ましたが、熊本市に確認をしましたところ、市長交際費のほかに局長交際費もある

ということでございますので、申し添えたいというふうに思います。 

続きまして、②でございます。取扱指針等の明確な基準やガイドラインを決めら

れていたら、内容を教えてくださいとのことでございます。これにつきましては、

取扱指針につきましては、芦北町長交際費取扱要綱を制定をいたしました。内容を

ということでございますので、第１条に趣旨を、第２条で支出対象を、第３条で支

出項目を、第４条で支出額を、第５条で支出の内容の公開を、第６条で公開の方法
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を、第７条で公開の時期を定めております。なお、発言の中で内容を修正インクで

消してある箇所がかなりあるとのことですが、議員も御承知だと思いますが、議会

の議決を経て、平成１７年１０月１日から施行された芦北町情報公開条例第７条、

公文書の開示義務において、個人に関する情報及び法人その他の団体の一部におい

て除くこととされておりますので、申し添えておきたいと思います。 

続きまして、③でございます。弔電については一定の基準を設け、町長交際費に

計上すべきではないかと思うがいかがかという御質問でございます。弔電取扱いに

ついては、県内の自治体それぞれであります。調べたところでは、役務費で対象者

が全市民、全町民であったり、また費目が印刷費というところもございました。対

象者を熊本市のように限定する場合は、むしろ交際費で取り扱うべきと思いますが、

本町におきましては、全町民を対象とし、弔慰を表すことについては、現時点では

変更の考えはございません。 

続きまして、④でございますが、交際費の思い切った節減に心掛けていただきた

いと思いますが、その決意のほどをというような御質問でございます。当然のこと

ながら、常に節減を心掛けております。参考までに申し上げますと、平成２２年度

の支出額は２６３万２,２５０円となっており、執行率は８７.７％で、約４０万円

近くの節減となっております。なお、御発言の中で、特定酒造業者の特産品が年間

交際費の半分にあたる１５０万円と言われましたが、議員に開示しました資料では、

特産品の額は１１５万９,３８０円になっていますが、特産品の中にはほかに大関

の水を使ったミネラルウォーター、さらにはデコポンやサラダタマネギ等の農産物

も含まれていますので、特定業者のものばかりではありません。焼酎につきまして

は、芦北の米と水を原料とした芦北町の特産品です。酒造業者の特産品ではありま

せん。また、御樽料、ＰＲ用につきましては、全体の５分の４を町内の商店から購

入をしておりますので、あわせて申し上げておきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 山口建設課長。 

○建設課長（山口純志君） それでは、町営住宅の建替え計画について御説明申し上げ

ます。老朽化住宅の建替え計画でありますが、現在、芦北町には１９の町営住宅が

あります。このうち３住宅が建替えの計画であり、うち１つの住宅は建て替えが済

んでおります。残りの２つの住宅につきましては、個別に用途廃止しながら建替え

計画を進めております。 

次の②番の住宅の緊急を要する補修等についてでございますが、住宅の緊急を

要する補修等は、住まわれている住民の方及び班長、区長さんより連絡があり、そ

の度に担当が現地を確認し、対応しております。また。住宅の補修、環境整備に係
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る平成２３年度の当初予算は５,７００万円を計上しております。なお、補修工事

等の要望には十分対応できていると思っております。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 交際費の多いか少ないかの認識については、総務課長が支出し

ているので、町長の答えはありませんでした。町長の認識をお伺いしましたが、総

務課長が担当しているということでお答えにはなりませんでした。そこで、近隣と

の比較は一概にはできないという課長の答弁でしたけども、この社会通念上、妥当

な範囲で必要最小限にとどめるよう配慮していますと、この６月の広報あしきたに、

初めて町長交際費の公表が載っていました。ここにも書かれていますように、社会

通年上、妥当な範囲で必要最小限にとどめるよう配慮しています、この言葉は近隣

の八代市でも１６０万円、水俣市でも１３０万円、合わせて２９０万円の合計より

も高いという金額はやはり異常だと言わなければなりません。総務課長におかれま

しては、この社会通念上、妥当な範囲というのが、近隣市町村に比べて倍近くの予

算額がどのような認識をしておられますか。総務課長に。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

先ほども若干申し上げましたけれども、隣町村の方はそういうようなお答えで、

八代市１６０万円、水俣市を合わせると２９０万円というような金が動いているの

に、そこら付近どう思うか。それに、妥当というのはどういうことかということで

ございますが、熊本市におきましてはですね、部局長あたりにも交際費というのが

あるということでございます。大体１部局に１７万円程度ということでございます

ので、単純に計算しますと、１５３万円かなというふうに思いまして、まあ足しま

しても３２４万円というような熊本市の状況にはなるのかなと思います。その中で

社会通年上、妥当な範囲ということになりますと、特別にですね、ああこれは絶対

変だなとかというような、通常、人間が生きていくこと、あるいはお付き合いをし

ている中で、これは当然ながら、お付き合いの中で出していくべき、あるいはお礼

として出す、あるいは町のＰＲ用として出すべきだというようなことを判断基準に

やっておりますので、申し添えたいと思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） これは総務課長、私、認識の違いですので、町民の方々がこの

額をどう思われるか、普通の常識的な考えで考えていただければいいと思います。 

②の１から７まで基準はあると言われましたが、中身の説明がなかったと思いま
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すので、もう一度、総務課長に中身の方を教えていただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） それでは、お答えをいたします。 

先ほどございましたように、７つございます。第１条は行政の円滑な執行を確保

するための趣旨等々が述べられております。それから、第２条に支出対象でござい

ます。芦北町事務事業と密接な関係にあるものとか、町政について顕著な功績があ

ったものというような方々を支出対象にしております。支出項目でございますが、

７項目ございます。特産品、それから香典、御樽、会費、見舞い、お祝い、その他

でございます。支出額につきましては、必要最低限度の支出に努めるものとすると

いうふうに規定をされております。それから、支出内容の公開につきましては、３

条に定める項目、あるいは支出額については支出項目ごとの金額等々が記載してご

ざいます。６条に公開の方法、広報あしきた及び芦北ホームページに登載するよう

なことで準備を進めております。第７条に公開の時期でございますが、当年度分を

翌年度に公開をするものとするというようなことで作っております。あと８条、そ

の他でございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 内容がですね、２条といいますか、具体的な内容は決められて

ないんでしょうか。発展、振興、功績があった方という基準ですね。どこまでが功

績とか、あとは職員であれば、親族何等までとか、そういった具体的な指針まで決

められているんでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

第２条の支出対象者でございますが、町政について顕著な功績があった者という

ことでございますが、今のところ、どういうものを顕著というような具体例という

ものはありませんが、通常、芦北町のことにかなり努力していただいた、あるいは

芦北発展のために努力をしていただいたという方々はわかってくるのかなと思いま

すし、人よりも優れた人だというような捉え方を、私の場合しておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

それから、災害または事故等があったものにつきましても、災害に遭われたとか、

事故に遭われたとか、そういう方々のお見舞いというようなこともですね、考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 
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○１番（坂本 登君） やはりですね、ここはきちっと明記して、例えば民生委員、区

長、町の何年以上勤務された退職者とか、そういうやっぱり細かな基準を設けられ

た方がいいんじゃないかと思いますが、課長、どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 御指摘のとおりだと思います。今後、基準を考えながら、

やっていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 基準を是非ですね、明確な基準を作っていただいて、町民の皆

様に公開するようしていただきたい。堂々と公開するということですね。７条は年

に１回公開するというふうにお答えをいただきました。先ほどの川尻議員のときに

もちょっとダブるところがあるかもわかりませんが、年に１回じゃなくてですね、

毎月やっぱりこういう広報あしきたに前月分の支出額、支出先などを掲載していた

だきたいと思いますが、そのへんは、課長、どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

川尻議員の方のお答えの中にもございましたけれども、今度の広報あしきたのよ

うにとか、あるいは毎月インターネットで載せるとかという方法がございますので、

研究をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） こちらの方もですね、町民の理解と信頼を得るためにですね、

きちっと堂々と毎月毎月出していただければなと思っております。是非、早くです

ね、作っていただきたい、そのように思っております。 

③弔電の相手方で、これは今までどおり、交際費に入れることは計画はないと、

今までどおりということでしたが、他町村でもこれは亡くなられた方全員のところ

もあれば、基準を設けて弔電を出して、これはまちまちだと思います。芦北町の場

合は、全員に出しているということですが、全員に出しておられる根拠はどういっ

た根拠で全員になっているんでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 先ほど答弁の中にございましたように、本町におきまして

は、全町民を対象として弔意を表すということでございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） ここもですね、他町村、いろいろな考えはあると思いますが、



－50－

やはり一定の基準を設けて、町長交際費から出しているところも多々あります。そ

ういうことも検討課題に今後していただきたいと思いますが、そのお考えはありま

すか。課長、どうぞ。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） 予算措置をしています財政担当課の見解といいますか、

考え方を述べさせていただきます。まず、弔電に対する交際費の性質でございます

けども、交際費は対外的に活動する地方公共団体の長、その他の執行機関が、その

行政の執行のために必要な外部との交際上必要とする経費とされております。一般

的には弔電につきましては、町及び執行機関に関わりの深い方、先ほど熊本市の場

合も質問がございましたけれども、町政の功労者あるいは職員、職員親族等などの

ですね、交際的要素を含む方のみに弔電を発出しているのであれば、外部との交際

上必要な経費として交際費で支出することが適当と考えられますけれども、しかし

ながら、本町の場合は死亡届の提出された町民全部に対しまして、対象として発出

をされております。行政サービス上の一環として機能している現状であり、このこ

とを考慮しますと、死亡者全部を対象に発出されている弔電につきましては、外部

との交際上必要な経費としての意味合いは薄く、一般経費として支出することは問

題ないというふうに思います。 

それと、総務課での計上をしている理由でございますけれども、２点ございます。

１点目が広報あしきたでは、各号におきまして死亡者のお知らせを町民の方に行っ

ております。また、防災行政無線を活用いたしまして、お悔やみ情報を提供するな

ど広報活動の一環として、死亡者に関する事柄が行政サービスとして提供されてい

ること。もう１点が、お悔やみ情報におきましても、弔意を表していますが、あわ

せまして交際上必要でなくとも、町を代表して弔意を表すために、代表者である町

長名での弔電発出を行っており、好意での広報活動と位置付けを行っております。

以上のことから、町の所掌事務以外を所轄する総務課で予算計上をいたしておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 次に移らせていただきます。 

特産品の名目で、一概に特定酒造業者のものだけではないと、課長答弁にあり

ました。このデコポンやほかの町の産物の割合はどうなっていますか。答えてもら

えますか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） デコポンあるいはサラダタマネギ、ミネラルウェーター等
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の分析につきましては、今のところ、ここに資料等を持っておりませんが、先ほど

申し述べましたように、５分の４を町内の商店、あるいは生産農協とか、そういう

ところから購入をしているということで御理解いただければと思います。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） この特産品の宣伝という名目でですね、この焼酎の割合が本当

にこれは多いんですね。だから、ＰＲするのがいけないと、そういうことを言って

るわけではありません。町内の特産品、これを大いに宣伝をするのは、もちろん町

長も重要性は秘めているわけでございますが、町の特産品の宣伝ということであれ

ば、商工観光課の仕事として大いに活用してもらって、そのときに大阪や東京、ど

こでもその一環として町長も行って宣伝していただくというような考えは持ってお

られませんか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） ここ近年、地酒でございますね、夢あしきたとか葦分、そ

れにミネラルウォーター等のＰＲを重点的に行っております。農産物あるいは海産

物も大変、芦北町にはおいしいものがございまして、そういうものも考えておるわ

けでございますが、しかしかなり保存が効かないというような欠点がございまして、

量的にはなかなか難しいのが現状でございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） やはりＰＲも大事ですけど、この町外からの訪問者に対する町

のＰＲ品の配布及び出張時における訪問先への土産品ということで、２６３万２,

２５９円の支出額のうち、１１５万９,３８０円という大半をですね、ＰＲに使っ

て、どれぐらいのＰＲ効果といいますか、こういうのが町にもたらされているんで

しょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 効果については、実際数字的なものについては、現在調べ

ておりませんが、かなりおいしいと、それから贈答品にしたいので送ってもらえん

かというようなことがですね、度々ございまして、特に葦分につきましてはですね、

何度もその多くのリピーターが増えております。そういうことで、かなり宣伝効果

は上がっているのじゃないかなというふうに、私個人的には考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 私も焼酎を飲みますので、この味についてはですね、本当にお

いしい焼酎だと思います。だから、このＰＲ等は本当に反対するものではありませ
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んが、この来庁された方全員に割合として多い焼酎をお土産として持っていっても

らうというのは、果たしてこれからでも町民の方に理解されるのかなというふうに

思います。そのへんのところも重々、今後課題にしていただきたいなと思いますが、

どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） 非常においしいお酒ということで、非常に評判がいいとい

うことでございますが、御存知のとおり、割と高価なものでございますので、それ

なりにその仕分けといえばおかしいんですが、それぞれの方々にだけと、全員の方

にですね、来られた方に焼酎をやるというようなことは考えておりませんので、そ

の点については御理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 今、来庁された方全員にやっているのではないということを言

われましたので、そのようにしてやっぱりここも厳しい基準を設けてですね、渡す

方、また持っていく先も、やっぱり町民の方々にきっちり説明ができる基準を作っ

ていただきたい、このように思います。 

あとの交際費について、最後はですね、この国難ともいえる、こういう時期にこ

そ、３００万円の当初予算は決まりましたので、決まったことに対して、私はとや

かく言うことはしません。でも、前年度も２６３万円の執行率で、今年もやはり節

減をしていただいて、なるだけ来年度には減らすというような感じで、交際費の見

直しをしていただきたいが、町長、どうでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） おっしゃるとおりでございまして、最小限の投資で最大限の効

果を上げるというのは、財政運営上のですね、一つの基本でございますので、交際

費も例外ではないと思っておりますので、今後努力をしてまいります。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 町長の方から努力をしてまいりたいという答弁をいただきまし

た。それで、町長に一つだけ、今までは総務課長に町長交際費の方を任せっきりだ

ったと言われましたので、来年度予算からは町長の考え一つで１００万円でも減ら

せる、その１００万円にする、１５０万円にするためには、どういう基準を作った

らいいのか、ちゃんと課長作ってくれと、その基準を。そういう形で進言していた

だきたい、それならすぐできることだと思います。今年は予算は決まっているけど、

使い切ることはないと今おっしゃいましたので、そういう来年度に向けて、そうい

うきちっとした基準を作るように、自分も総務課長に任せっきりじゃなくて、そう

いう御意思がおありかどうか、最後にお伺いしたい、このように思います。 
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○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） その考えでおります。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） 是非、この交際費問題はですね、本当にシビアなもので、その

使い道が住民の皆さんにですね、疑惑を本当にもたれやすい経費でございます。だ

からこそ、本当に今町民の方々、新聞にも載ってましたが、平均所得が１７０万円

いかないぐらいの一生懸命切り詰めて生活をしていらっしゃいます。その上で近隣

の市町村よりも倍近い金額はどうしても納得できない、そういう電話が私のところ

に多々ありました。それで、やっぱりきちっとした公開をするという形でですね、

本当に町民の理解と信頼を得ていただきたい、このように思って、交際費の部分の

質問を終わります。 

次に、町営住宅の問題については、１０年計画を作っているということで、その

計画どおりなかなかいかない部分もあると思いますが、町民の方からの要望も、区

長さんや町の方から上がってきたら、すぐに実行しているということで、先日もい

ろんな話を届けましたところ、すぐに手を打っていただいて、もう本当に有難いと

思っています。また、建設課に限らず、商工観光課の方にも公園の整備など、いろ

んな要望を伝えたところ、その日にやっていただきました。そういった本当素晴ら

しいことに対しましては感謝を申し上げます。 

あと、最後に原発の問題ですが、これは国・県を見ながら、本町に反映したいと

いう答弁でした。そこで、一つ、二つですね、お伺いをいたします。一番大事なこ

とは、もうああいう巨大な地震や津波が来たら、もう少しの時間でそれを防ぐよう

な安全対策を果たして作れるのかといったら、本当に無理があるし、お金も、例え

ば堤防を１５メートル、何キロにわたって造るなんていうことは考えられませんし、

一番大事なことは、どう逃がすか、どう逃げる場所を確保するか。この町の防災計

画では、裏山に逃げるというふうな明記がたくさん出てきます。お年寄りが簡単に

裏山を駆け上がれるのかということもありますし、そういった避難場所、あとは日

頃から訓練ですね、そういうのをしっかり明記して研究していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長。 

○総務課長（中原豊徳君） お答えをしたいと思います。 

防災計画におきまして、津波とか、想定外のものが来たときにどうするのかとい

う問題でございまして、お年寄りたちが逃げるのには大変だろうというようなこと

でございます。防災計画におきましては、まず高いところに逃げましょうと、その

後、安全なところに避難しましょうということを基本に考えております。 
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それから、防災訓練につきましては、常日頃の訓練によりまして、ある程度のそ

の対策がとれるのかなと思いますので、今後もですね、少なからずとも、そういう

ような気持ちで対策を行ってまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。 

○１番（坂本 登君） お年寄りや小さな子どもさんたちをどういう形で避難場所まで

連れて行くか、こういうことも本当に配慮していただいて、素晴らしいですね、防

災計画を作っていただきたいと思っております。 

もう一つ、町長にお聞きをいたします。原発の問題でありますが、私、先日、川

内に行ってまいりました。そして、専門家のシンポジウムなどにも参加いたしまし

て、もう私の今までの認識の甘さ、また何もわかっていなかったんだなというのを

痛感いたしました。そこで、この今までの原発行政において、安全神話というのが

今度崩れ去ったと思うんです。この原子力発電所の安全神話について、町長の認識

をお伺いしたいんですが、どのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（藤井公明君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 大変レベルの高いお尋ねでございますけれども、私個人で言わ

せていただきますと、安全神話はないなというふうに思っております。 

○議長（藤井公明君） 坂本君。時間もそろそろきますので、それでまとめてください。 

○１番（坂本 登君） はい。素晴らしい答弁で良かったと思います。最後にですね、

もう時間もありませんので、最後はもう今までの質問をそのまま実行していただき

たい、そのことを伝えまして質問を終わります。 

○議長（藤井公明君） 坂本君の質問が終わりました。 

以上で、一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 本日の日程はすべて終了しました。 

本日はこれで散会します。 

ご苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時５１分 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） おはようございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程はお手元に配付しております議事日程のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

芦北町税条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（藤井公明君） 日程第１、承認第３号「専決処分の承認を求めることについ

て」を議題とします。 

本案についてĂ提案理由の説明を求めます。農中税務課長 

○税務課長（農中 豊君） おはようございます。 

承認第３号、専決処分の報告及びその承認について御説明申し上げます。 

芦北町税条例の一部を改正する条例は、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、地方税法の一部改正に伴い、４月２７日に別紙のとおり専決しましたので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。 

今回の改正内容は、東日本大震災の被災者などの税負担の軽減を図るためのもの

で、地方税法の一部改正に伴い改正するもので、附則の次に次の３条を加えるもの

です。 

改正条文２ページにあります第２２条は、東日本大震災に係る住民税の雑損控除

額等の特例を設けるもので、所得割の納税義務者が東日本大震災により住宅や家財

等について生じた損失について、その損失を平成２２年分の総所得金額等から雑損

控除として控除できることとするものです。 

また、損失を受けた金額のうち、雑損控除を適用して前年分の総所得金額から控

除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を３年から５年に延長するとい

うものです。 

改正条文３ページにあります第２３条は、住民税の住宅借入金等特別税額控除の

適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくな

った場合においても、対象期間の残りの期間について、引き続き住宅借入金等特別

税額控除を適用するものです。 

第２４条は、東日本大震災に係る固定資産税の特性を受けようとする者がすべき

申告等を定める規定で、特例の主な内容は東日本大震災による災害により滅失、損

壊した住宅、被災住宅の敷地の用に供されていた土地、被災住宅用地を被災後１０

年分については、当該土地を住宅用地としてみなす規定、被災住宅用地の所有者が
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当該被災住宅用地に代わる土地を平成３３年３月３１日までの間に取得した場合に

は、被災住宅用地に相当する土地として取得後３年度分、当該土地を住宅用地とみ

なす規定、東日本大震災による災害により滅失、損壊した家屋、被災家屋の所有者

が当該被災家屋に代わる家屋、被災代替家屋を平成３３年３月３１までの間に取得

し、または改造した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋

の床面積相当分について４年度分２分の１、その後２年度分３分の１を軽減する規

定などです。 

附則として、この条例は公布の日から施行する。ただし、附則に３条を加える改

正規定で、附則第２３条に係る部分は平成２４年１月１日から施行する。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い

いたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから承認第３号を採決します。 

お諮りします。本案は、承認することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第３号は承認すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 報告第１号 継続費繰越計算書について 

○議長（藤井公明君） 日程第２、報告第１号「継続費繰越計算書について」を議題と

します。 

本案の報告を求めます。井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） 報告第１号、継続費繰越計算書について。 

芦北町一般会計継続費の平成２２年度年割額に係る歳出予算の経費の金額のう

ち、支出の終わらなかったものにつき、別紙のとおり提示繰越しをいたしましたの

で、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に基づき報告するものでございま

す。 

次のページの表で御説明いたします。 
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事業名は、湯北地区排水対策事業でございます。継続費の総額７億６,４２０万

３,０００円で、平成２２年度の予算現額４億１,１４５万１,８７３円から、支出

額２億７,４０３万７,２４８円を差し引いた残額１億３,７４１万４,６２５円を翌

年度に提示繰越したものでございます。なお、平成２２年度末までの進捗は、予算

ベースで４４.５％の執行率でございます。平成２３年度では分水施設工事を予定

し、平成２４年３月完成予定でございます。 

以上、報告を終わります。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第１号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 報告第２号 一般会計の繰越明許費繰越計算書について 

○議長（藤井公明君） 日程第３、報告第２号「一般会計の繰越明許費繰越計算書につ

いて」を議題とします。 

本案の報告を求めます。井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） 報告第２号、一般会計の繰越明許費繰越計算書につい

て。 

平成２２年度芦北町一般会計補正予算の第７号第２条、第８号第２条、第９号第

２条、第１０号第２条の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越しをいたしまし

たので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして議会に報告するも

のでございます。 

次のページの表で御説明をいたします。 

この繰越事業につきましては、先の議会の予算の中でそれぞれ繰越明許費として

定め、承認を得ているものでございます。款２総務費の本庁舎宿直室改修事業か

ら、款１０の災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業までの２０件の合計、１０億

４,９９１万９,１１５円を翌年度へ繰越しをいたしております。 

財源内訳につきましては、既収入特定財源が３億７,９３８万６,０００円、国県

支出金が３億３,２９３万４,０００円、一般財源が３億３,７５９万９,１１５円で

ございます。 

主な繰越理由は、国の経済対策補正に伴う事業でございまして、住民生活に光を

そそぐ交付金事業、社会資本整備総合交付金事業、道整備交付金事業、それから交

付税経済対策追加交付金、安全・安心な学校づくり交付金等により、財源の見通し
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が立ち予算化をいたしましたが、適正工期が確保できない等の理由で繰越しをいた

したものでございます。 

繰越しいたしました２０事業のうち、４事業が５月末で完了いたしております。

入札済みが７事業、残り９事業が現在入札準備中であります。 

予算の負担行為額で執行率を申しますと、３億５,７６５万９,０００円で、２

９.１％、支払済額では６,４９２万６,５８０円で、６.２％の執行率となっていま

す。 

以上、御報告を申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 報告第２号、一般会計の繰越明許費計算書について質問をい

たします。 

地方自治法２１４条に移行により、地方公共団体の予算は会計年度独立の原則に

より２２年度の歳出は２２年度の歳入をもって充て、これを翌年度に繰り越して使

用することができない、これが原則でございますが、しかし実際問題として毎年度

予算に事業の完了を予定し、予算化しているにも関わらず、特別の事情によって工

期が遅れ、年度内に完了することがどうしてもできない場合があり、こういうとき

に会計年度独立の原則の例外として、この繰越明許費が定められております。今、

説明がございましたが、この一般的にこの制度を活用する場合は、天候の都合と

か、あるいは起債などの許可が遅れたとか、そのほか突発的事故などによって、当

初の予想より工事が遅れ、年度内に完成を見ることが困難であると予想される場合

に財源を繰り越して翌年度にわたって事業の実施を認めているものであります。 

今回提出されております、ただ今説明がありました２０事業で、約１０億４,９

００万円、これが繰り越されております。あくまでこれは説明がありましたが、３

月３１日現在でこれは繰り越した額だというふうに認識しておりますが、先ほどの

説明では、この中で７事業がもう今完了したと。９事業がまだ今現在で繰り越して

いる説明だったと思いますが、そこでこの２０事業のどれが完了し、どれがまだ残

っているのか、これの進捗状況を説明を願いたい。 

それから、すべてですね、この２３年度でこの繰越しというのは終了するのかど

うか、これを第２点ですね。 

それから、財源内訳で既収入特定財源と一般財源は、２２年度歳入が確定し、未

収入特定財源の国県支出金３億７,０００万円ございますが、これはもう既に確定

した額だと思います。それと、一般財源のこれはもう既に確定をしていると思いま

すが、今後、補助事業関係につきましては、事業の確定によって補助率が変動、補
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助率は変動しませんが、補助額は変動するということが予想されますけれども、そ

の場合に事業の完成によって、その金額は確定されるものというふうに認識をして

いいのかどうか、この点をまずお伺いします。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） 繰り越した事業について、まず年度内完了するかとい

うような御質問でございますけれども、年度内、３月３１日までの完了でございま

す。 

それから、現在、完了につきまして、４事業について５月末で完了しているもの

が４事業でございます。款５農林水産業費のですね、項の２林業費、作業路開設事

業１,０６２万６,０００円、まず完了の方です。それから、３項の水産業費、漁業

維持管理事業１,３３０万９,０００円、それから、款６項１観光うたせ船整備事業

１,０００万円。続きまして、９教育費、５項の社会教育費の大野公民館改修事業

３２０万円でございます。 

それから、入札済みでございますけれども、これが７事業ございます。款３民生

費、２の児童福祉費の保育所改修事業６２５万円、それから商工費の芦北海岸遊歩

道整備事業１０５万円、同じく御立岬公園施設整備改修事業が４００万円、それか

ら７の土木費、供用新設改良事業２,６０２万円、３項の河川費、排水対策事業費

の１億５,７４２万８,０００円、それから９教育費の保健体育費の中の学校給食共

同調理場整備事業です、５億４,５４７万１,０００円。それから、最後に災害復旧

費の８１２万５,５１５円が既に入札が終わっているところでございます。そのほ

かにつきましては、ただ今、入札準備を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） 冒頭の説明の中で、国の交付金の確保はできたが、適正工期

が確保できなかったために、こういうなんなんだという説明がございましたが、そ

れぞれの事業でですね、どういう理由でこれを繰り越したんだということを説明願

いたいと思います。さっき、冒頭言いましたけど。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） 繰越しの理由でございますけども、それぞれかなりの

事業の中で繰越しをいたしておりますけども、先ほど御説明を申し上げましたとお

り、国の経済対策の補正で対応したものでございまして、早いもので１２月の議

会、それから１月、そして３月の議会で提案を申し上げて議決をいただいているも

のでございまして、当然工期がとれないということで繰越しをいたしたわけでござ

います。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） これは工期の問題ということですかね。これは了解をいたし

ますけど、問題はその繰り越される財源がですね、確定しなければいけないという

ことですが、さっき言いましたが、既収入の特定財源、これは多分、基金とかそう

いうものを取り崩したというふうに推測されますが、それから一応未収入特定財源

がありますね、国県支出金。これは一応補助事業申請しているものの入札によって

変動がかなりしますよね。今後、後ほどの議題にも出てきますが、当初、ここで出

ております当初予算の金額よりも翌年度繰越額というのは当初の金額によって定め

られておりますから、今後、入札によって変動しますよね、金額が。としますと、

一般財源と既収入特定財源というのは、もう一応確定だというふうにさっき言われ

ましたが、捉えていいんですかね。そして、最終的に工事が完了したという段階

で、国県支出金は２２年度の金額として確定をされると、そういう認識でいいかと

いうことなんですが、なぜ聞くかといいますとですね、この繰り越される財源とい

うのは、税収入や国庫補助金や地方債その他、年度内に収入となるのがですね、確

定しておかなければ、これは繰り越せませんから、ここに財源を全部書いてありま

すが、この既収入特定財源、これは確定、それから一般財源のこれは町税だと思い

ますけど、これは確定、これはよろしいですか。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長。 

○企画財政課長（井上民男君） はい。お答えをいたします。 

財源内訳の中で、既収入特定財源ということで、３億７,９６８万６,０００円計

上いたしておりますけども、まず農林水産業費の林業費、作業路開設事業におきま

しては、これはもう既に決定がなされておりまして、間伐等森林整備促進事業対策

事業交付金でございます。それから、７土木費の河川費、この排水対策事業でござ

います。そのうちの既収入特定財源が７,４７６万１,０００円ございますが、これ

につきましては、あ、４６万、すみません、町有施設整備基金を充てております。

それから、教育費、保健体育費の３億円でございますけれども、これにつきまして

は、町有施設整備基金を充当しております。そのほかの国庫支出金につきまして

は、安全・安心な学校づくり交付金、それからきめ細かな交付金ということで、執

行残等もですね、入札結果で出てくるかと思いますが、現在入っているのが既収入

特定財源でございまして、国県支出金についても内示等々を受けておりますので、

それに従って入ってくるものと思っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） もう一応３回、３回終わったんですが。いいですか、何か、僕
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が３回までと。 

○１１番（平松洋一君） 今の答えが、意見が、答えが噛み合わない。 

○議長（藤井公明君） 噛み合わんから、４回させてくれちゅうて。決まりは決まりで

すから。 

○１１番（平松洋一君） 最後です。答弁が聞いたことに、ちょっと違うもんだから、

確認です、確認。 

○議長（藤井公明君） あと１回だけ。平松君。 

○１１番（平松洋一君） 今、説明ではですね、既収入特定財源は了解しました。国県

支出金はですね、これはまだ未収入特定財源ですね、今考えると未収入なんです。

一応内示は受けておられますという話でしたが、一般財源のこの町の費用は、それ

とともに変動するんですか、そうなると。今の説明では、一般財源も変動するとい

うふうな感覚になりますが、これは私が聞いたのは、既収入特定財源が確定してい

ると。それから、一般財源の町費も確定していると。国県の補助事業だけが少し変

動するのかなというふうにお聞きしたんですが、今の説明では国県支出金は内示は

受けているけれども、最終的にはですね、これは入札残とかいろいろ出ますから、

当然変動するわけですが、一般財源も変動するということですか。 

○議長（藤井公明君） 井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） はい。そのとおりでございます。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これで報告第２号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 報告第３号 国民健康保険事業特別会計の繰越明許費繰越計算書について 

○議長（藤井公明君） 日程第４、報告第３号「国民健康保険事業特別会計の繰越明許

費繰越計算書について」を議題とします。 

本案の報告を求めます。迫本住民生活課長 

○住民生活課長（迫本文雄君） おはようございます。 

報告第３号、繰越明許費繰越計算書について。 

平成２２年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正予算の第４号第２条の繰越明

許費は、別紙のとおり、翌年度に繰越しをいたしましたので、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により議会に報告をするものでございます。 

次のページの表で御説明をいたします。 

この繰越内容につきましては、先の議会で繰越明許費として定めて、承認を得て
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いるものでございます。 

款１総務費の診療所改修事業７００万円を翌年度へ繰越しをいたしております。

財源内訳は、一般財源の７００万円でございます。主な繰越理由は、国の経済対策

補正に伴う事業で、一般会計において住民生活に光をそそぐ交付金事業により、財

源の見通しが立ち、本特別会計で予算化しましたが、適正工期が確保できないため

繰り越したものでございます。 

繰り越した事業は、吉尾温泉診療所屋上防水改修工事ほか２件でございますが、

平成２３年６月６日までにすべて竣工しているところでございます。 

以上、報告を申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第３号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 報告第４号 町有温泉事業特別会計の繰越明許費繰越計算書について 

○議長（藤井公明君） 日程第５、報告第４号「町有温泉事業特別会計の繰越明許費繰

越計算書について」を議題とします。 

本案の報告を求めます。坂梨商工観光課長 

○商工観光課長（坂梨 優君） おはようございます。 

報告第４号、繰越明許費繰越計算書について。 

平成２２年度町有温泉事業特別会計補正予算の第２号第２条の繰越明許費が、別

紙のとおり翌年度に繰越しをいたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により議会に報告するものでございます。平成２３年６月１６日報告、芦

北町長名。 

次のページの表で御説明いたします。 

この繰越事業につきましては、先の議会の予算の中で繰越明許費として定め、承

認を得ているものでございます。 

款１温泉運営費の大野温泉センター改修事業の１件の４１０万円を翌年度へ繰り

越しております。財源内訳は既収入特定財源が４１０万円でございます。主な繰越

理由は、国の経済対策補正に伴う事業で、住民生活に光をそそぐ交付金事業により

財源の見通しが立ち、予算化しましたが、適正工期が確保できない理由のため、繰

り越したものでございます。 

改修事業の内容でございますが、屋外にあります身体障害者の方が屋外トイレを
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利用する際、雨天対策として駐車場からトイレまでの通路に雨よけ用の天井並びに

休憩所等を併せて設置するものでございます。繰り越した事業は、現在、入札準備

中であります。 

以上、御報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第４号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 報告第５号 有限会社あしきたマリンサービスの経営状況の報告について 

○議長（藤井公明君） 日程第６、報告第５号「有限会社あしきたマリンサービスの経

営状況の報告について」を議題とします。 

本案の報告を求めます。坂梨商工観光課長 

○商工観光課長（坂梨 優君） 報告第５号、有限会社あしきたマリンサービスの経営

状況の報告につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、議会

に提出いたしましたので、その内容を報告するものでございます。 

まず、資料の３ページにあります平成２２年度の営業報告について申し上げま

す。３ページをご覧ください。 

事業として、県立芦北青少年の家の一部受託と、芦北海浜総合公園の管理運営の

業務を受託し、独自事業としてジュース自動販売機納品事業を行いました。利用状

況でありますが、県立芦北青少年の家の利用者は４４５団体、延べ５万７,９３６

人で、前年度より５,０９９人の減少となりました。これは団体の小・中・高校の

少子化による影響で、宿泊教室の宿泊者が減少したことが要因でございます。ま

た、芦北海浜総合公園の入場者は、前年対比１,２４３人の減少で、３万１,５４６

人となりました。これは年度初めに宮崎県で発生しました口蹄疫の影響と、夏場の

猛暑により外出等が抑制されたものであり、その要因があると思われます。 

受託しました施設ごとの収入として、県立芦北青少年の家の施設管理運営事業受

託料が６,７１５万８０４円で、芦北海浜総合公園等の受託料４,２６１万９,０１

６円でありました。 

以上の結果、本年度の実績は総収入で１億９７６万９,８２０円、税引前当期利

益は１４７万３,８５８円でありました。これにより、昨年に引き続き、芦北町に

一部寄附を行い、また出資団体に出資額に応じて出資配当が行われたところでござ

います。 
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その他貸借対象表が４ページから、損益計算書が６ページにありますので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

なお、７ページから販売費及び一般管理費等、９ページに利益処理案がございま

す。 

最後に、平成２３年度の計画について申し上げます。熊本県芦北青少年の家の施

設の業務管理委託については、平成２３年度は契約の最終年にあたるため、更新時

でもあることから、受託者として成果を上げるべく、また海浜公園にありましても

利用者の安全な癒しの時間となるようなサービスの提供を努めてまいりたいと思い

ます。 

１１ページに運営の基本方針、１２ページから収支計画を記載しております。ご

覧いただければと思っております。 

以上で、報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 利用料金制ですので、もう決算締めましたので、その売上は

上がっていると思いますが、いくらぐらいになっておりますでしょうか、決算の方

は。それが第１点ですね。 

それと、一般管理費の中で役員報酬というのがですね、８万円から５５万円に上

がっております。多分、前副町長が今も取締役で、副町長の職を終えられて、普通

の一般になられたから、役員報酬が上がったというふうに思いますが、そういうこ

とであれば、いかがなものでしょうか。役員はそのままでいいんでしょうか。町の

誰かが取締役になって、前の８万円にしたら、経費もそれだけで役員報酬は少なく

なるんですが、私、経営者感覚としては、そういうふうな思いをもっております

が、いかがでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長 

○商工観光課長（坂梨 優君） 平成２２年度の海浜公園の決算でよろしいでしょう

か。決算の収入につきましては、１,９１９万３,０００円でございます。 

それから、役員報酬でございますけれども、４５万円に上がっていることについ

ては、平成２２年度からの前期も同じような、役員報酬５５万円でございまして、

その内訳につきましては、今の現社長が４２万円、それからほかの取締役の方、２

名いらっしゃいますが、それぞれ５万円、それから監査役で３万円ということにな

っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 
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○１２番（川尻成美君） まず、その１点の方からですけれども、そうなりますと、町

の受託料金というのが４,２６１万９,０１６円でありまして、１,９００何某を引

きますと、純たる赤字がやっぱり２,３００万円ぐらいあるというふうに理解して

よろしいんでしょうかね。それが１点と、私が言ったのは、役員報酬という形であ

りますので、役員会等で役員改正とか、そういう中でですね、論議はないのかとい

うふうなふうに思って質疑をしたんですが、いかがだったんでしょうか。 

○議長（藤井公明君） 坂梨商工観光課長 

○商工観光課長（坂梨 優君） 収入から支出を引いた残り、その差額が基本的には

４,２６１万円相当については、社員をマリンサービスの方から派遣をしていただ

いております。その分の人件費ということで、都合１３名の方の人件費ということ

で御理解ください。確かに、その差額がかなり大きいわけですけれども、今後、売

上げをするためのその仕掛けとして、今後検討中でございます。よろしくお願いし

ます。 

それから、役員報酬については、私も結果的にはもうその総会に対しての後から

の報告を受けるために、内容についてはどのような方向で決定されたかについては

お話を伺っておりません。お願いします。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 芦北マリンサービスの代表取締役、本村等さんが副町長を辞め

られたわけでございますけれども、定款上、問題がないのか。今、就任されておら

れますけども、それを１点お聞きしたいと思います。 

それと、１点は議長にお願いでございますが、両組織の役員名簿、今までずっと

出ておりませんけども、役員名簿をよかったら今後出していただけるようにお願い

するとともに、今回その資料の提出をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（藤井公明君） 今度の件につきましては検討します。坂梨商工観光課長。 

○商工観光課長（坂梨 優君） ただ今、寺本議員のお尋ねでございますが、役員につ

いては選任ということで、社員以外の者から選任することを妨げないという条文を

うたってありますので問題ないかと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これで報告第５号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第７ 報告第６号 有限会社御立岬の経営状況の報告について 

○議長（藤井公明君） 日程第７、報告第６号「有限会社御立岬の経営状況の報告につ

いて」を議題とします。 

本案の報告を求めます。坂梨商工観光課長 

○商工観光課長（坂梨 優君） 報告第６号、有限会社御立岬の経営状況の報告につき

まして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、議会に提出いたしまし

たので、その内容を報告するものでございます。 

まず、資料の３ページにあります平成２２年度の営業報告について申し上げま

す。３ページをご覧いただきます。 

利用者総数は、前期比１.１％増の５１万１,１０９人でありました。部門別利用

者総数は、公園課で前期より１,４３５人増の１４万１,１６２人、温泉課では前期

より２万９,７８７人増の１３万４,３８０人、物産館事業部では前期より２万５,

６３９人減の２３万５,５６７人でありました。 

部門別売上高は、公園課で前期より２７万円増の５,６５２万１,０００円、温泉

課で前期より４５６万円減の４,９４５万円、物産館事業部では前期より７４０万

８,０００円減の１億３,７０８万６,０００円となりました。 

詳細には、貸借対象表が４ページ、損益計算書が５ページにありますので、後ほ

どご覧、確認いただければと思います。 

なお、６ページから販売費及び一般管理費などの報告書がございます。 

全体の利用者は微増したにも関わらず、全体的な減収となりました理由には、温

泉課にあっては燃料費の高騰による影響及びレストランの赤字と、思うような集客

ができなかったためでございます。 

また、物産館事業部にあっては、芦北インターチェンジの開通とファーマーズマ

ーケットでこぽん等の類似施設の影響がまだまだ大きかったものと考えておりま

す。 

この結果、平成２２年度決算ですが、純売上高は前期比４.６％減の２億４,３０

５万８,５３０円、税引前当期損失はマイナス２,０６８万４,５５３円、税引後当

期損失はマイナス２,１０６万６,８５３円となりました。 

最後に、平成２３年度の計画について申し上げます。平成２３年度から議会の御

理解をいただき、公の施設として福祉向上と安心・安全なサービスの提供が求めら

れる施設の健全な維持管理、運営の強化を目指し、公園課と温泉課の管理を従前の

利用料金制から使用料金制に改め、運営に努力しているところでございます。 

１１ページに事業計画、１２ページに年間収支計画書をはじめ、具体的行動計画

を記載しておりますのでご覧いただければと思います。 



－73－

以上で、報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） この件につきましてはですね、全員協議会で指定管理者によ

る運営に改めて、利用料金から使用料金化ということでご理解をしましたけれど

も、決算を見てみますと、損失が２,１０６万６,０００円余の損失でありましたけ

れども、この今回の計画によりますと、約１,４７４万８,０００円程度に損失とい

うような計算で上がってきておりますが、７００万円ぐらいの改善がなされたとい

うふうに数字的には理解をしますが、営業報告書によりますと、やっぱり入り込み

客が落ち込んでいるという中で、これだけの改善をするというのには相当の努力が

今後要るわけでありますので、どういう努力をされて、売上げが上がって２２年度

よりも２３年度が改善されるということの理由をですね、取締役であります藤崎副

町長にお尋ねいたします。 

○議長（藤井公明君） 藤崎副町長。 

○副町長（藤崎正司君） ３月末付けでですね、有限会社御立岬の取締役ということに

なりました。よろしくお願いいたします。 

今、お尋ねの２３年度の会社としての運営計画ということでございますけれど

も、２２年度決算がですね、思うような収益が足らずに、赤字になりましたわけで

ございますけれども、私の運営方針として申し上げたいと思いますけれども、まず

従業員の意識改革、といいますのが、やはり３部門ございまして、公園、温泉、物

産館、そこへんの連帯がちょっとないようでございましたので、社員一体となって

会社の運営を考えていくというような従業員の意識改革をまずやりたいと思いま

す。それから、運営改善でございますけれども、温泉の中にありますレストラン、

これがですね、売上げが人件費に満たないということでございますので、このレス

トランを縮小しまして、軽食を出すようにしております。それから、これはもちろ

んのことでございますけれども、様々なイベントを企画しまして、集客の充実・拡

大を図ることといたしております。また、日常業務の効率アップ及び節減をやるよ

うにいたしております。それから、新規事業の導入も考えておりまして、現在、町

の方で御立岬温泉の温泉塩を使いまして、塩を製造開発の目途がつきましたので、

それをですね、ゆくゆくは有限会社の方に受け継いで、製造販売をできないものか

と考えております。それから、またそれを利用しました、これはもう今年夏にです

ね、塩アイス、これも販売したいというふうに考えております。それから、あと一

つ、取締役、これはすべて役場の課長が兼務しておりましたけれども、物産館に出

荷協議会なるものがございますので、その出荷協議会の会長を登用しまして、また
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活性化も図りたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 来年の決算が楽しみでございますので、頑張っていただけれ

ばと思います。寺本順一議員がさっき言われましたけども、私、定款があれば、定

款を添えていただければと、これの報告にですね、それが妥当な報告書になろうか

と思いますので、それも議長に申し添えておきます。 

終わります。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これで報告第６号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第２６号 平成２３年度芦北町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（藤井公明君） 日程第８、議案第２６号「平成２３年度芦北町一般会計補正予

算（第１号）」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。井上企画財政課長 

○企画財政課長（井上民男君） 議案第２６号、平成２３年度芦北町一般会計補正予算

（第１号）について御説明をいたします。 

今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ７,８２５万６,０００円を追加

し、総額を９８億４,２２５万６,０００円とするものでございます。 

今回の補正は、緊急雇用創出基金事業の追加募集に対応するものなど、当面、早

急に対応する必要があるものについて行うものでございます。 

それでは、お手元に配付をしております資料に基づき、歳出の方から御説明を申

し上げます。 

予算書は７ページになります。資料の２ページをお開きください。 

まず、款２総務費です。一般管理費の５２万円は、東日本大震災に伴う熊本県と

市町村合同で実施をいたします人的支援派遣に必要な旅費２名分を補正を行ってお

ります。７月以降、宮城県東松島市へ１２日間の予定で派遣をする計画でございま

す。 

次に、企画費の減額６２万円は、当初予算に御立岬温泉水を使った塩作りで、新

たな特産品開発事業を行うため、町単独事業で予算を計上しておりましたが、この

度、環境省の補助事業採択の見通しがついたことと、御立岬公園と連携した観光体

験学習、製品製造販売などの事業実施が合理的であることから、関係する商工費へ
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組み換えて、新たに計上し直すものでございます。 

まちづくり推進費３１１万７,０００円は、地域社会振興財団の長寿社会づくり

ソフト事業交付金の内示を受けまして、告地区棚田保全協議会が高齢者を中心とい

たしまして取り組む農地再生交流の里山づくり事業で、耕作放棄地の解消、キクイ

モ、ショウガ、葉わさびの栽培の経費などに１２４万５,０００円を補助するもの

でございます。また、県の地域づくり夢チャレンジ推進補助金の内示を受け、大岩

地区村づくり協議会が高齢者が担い手となる企業家事業といたしまして、味噌加工

所の整備、それから味噌、そばづくりの体験などの実施に１８７万２,０００円を

補助するものでございます。 

次に、款３民生費です。福祉センター管理費の２５万２,０００円は、田浦福祉

センター空調の室外機の経年劣化に伴うガス漏れ修繕料を補正するものでございま

す。 

款４衛生費です。環境衛生費の３５３万３,０００円は、熊本県緊急雇用創出基

金事業の追加内示を受けまして、新たに１名を雇用し、廃食油からバイオディーゼ

ル燃料を製造し、公用車に使用するなど、循環型社会の実現を目指すバイオディー

ゼル製造モデル事業の委託料でございます。 

健康増進事業費の４１万１,０００円は、厚生労働省が受診促進を行っておりま

すガン検診推進事業に本年４月から大腸ガン検診が補助対象として追加をされまし

た。本事業に必要な検診手帳、検診無料クーポン券印刷、郵便料などで、補助対象

経費の２分の１補助事業で実施をするものでございます。なお、検診委託料は既存

の委託料の中で対応する予定でございます。 

予算書は８ページになります。 

塵芥処理費の１,０７２万８,０００円は、熊本県緊急雇用創出基金事業の追加内

示を受けまして、新たに４名を雇用し、町内の不法投棄、廃棄物の監視パトロール

及び回収処分等、環境保全に努めることを目的に行いますモデル事業の処分手数料

５０万円、及び業務委託料１,０２２万８,０００円でございます。 

款５農林水産業費です。資料は、２ページから３ページになります。 

農業振興費２,４８６万９,０００円は、これも同じく熊本県緊急雇用創出基金事

業の追加内示を受けまして、新たに５名を採用し、サラダタマネギなどの特産品の

生産量増加と、農作業受託、耕作放棄地の解消などに取り組み、産地化を図るため

の事業委託料１,２８８万１,０００円と、耕作放棄地解消緊急対策事業補助金とし

て３３万８,０００円、それと資料は３ページになります。平成２２年１２月の強

風、積雪などにより、本町の主力作物でありますデコポン、甘夏が、前年度と比較

しまして販売数量で約３割の減、販売金額で２割減という相当な被害を受けました
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ので、果樹風雪被害対策補助金として、焼け果、傷果に対しまして、キロ当たり２

０円、加工用をキロ当たり１０円とし、総額１,１６５万円を、ＪＡ田浦柑橘組合

を通じまして、被害農家の支援補助に充てるものでございます。なお、対象者は４

１８名の見込みでございます。 

林業振興費１,５００万円は、県から５月２３日に、間伐等森林整備促進対策事

業交付金の内示を受けまして、事業実施の見込みがついたことから、作業道、塩浸

寒毛線の開設に係る測量設計費３０２万４,０００円、工事請負費１,１９７万６,

０００円を補正をするものでございます。 

次に、水産業振興費２４９万５,０００円は、熊本県緊急雇用創出基金事業の追

加内示を受けまして、新たに１名を雇用いたし、県産ブランドでありますクマモ

ト・オイスターの養殖試験を県水産研究センターからの種苗の提供を受けまして取

り組む事業委託料でございます。委託先は、芦北漁業協同組合で実施をいたしま

す。 

続きまして、款６商工費でございます、予算書は、８ページから９ページになり

ます。 

商工業振興費２０８万９,０００円は、温泉塩の商品化事業に係る経費の補正で

ありまして、先に説明しましたように、当初予算では企画費の方で計上いたしまし

たが、今回組み換えをし、新たに計上し、見直すものでございます。県補助金の水

俣芦北低炭素地域づくり事業補助金を受けまして、佐賀大学の支援を受けながら、

御立岬温泉水を活用した温泉塩の製造など、商品化を行い、新たな特産品開発を目

指し、併せまして不知火海のイメージアップを図るものでございます。本年度は環

境への負荷が少ない製塩法の研究、温泉塩を使用いたしましてソルトクッキーやソ

ルトアイスなどの製品開発を行います。この内訳でございますけれども、講師謝

金、研修などに係る旅費、試作品の製造、容器、ラベル等制作に係る消耗品、印刷

費、及び佐賀大学への製塩研究委託料、並びにモニターツアーのバス借上料などを

計上いたしております。 

御立岬公園費３０５万４,０００円は、熊本県緊急雇用創出基金事業の追加内示

を受けまして、新たに１名を雇用し、御立岬公園に芦北町の観光施設紹介や各種イ

ベント案内所を設置いたしまして、より多くの観光情報の提供を行い、観光客の増

加につなげるための事業委託料でございます。 

次は、款７土木費でございます。橋梁新設改良費５２１万４,０００円は、町道

宮浦野添線におきまして、現在まで用地交渉を継続しておりましたが、この度、内

諾を得られましたので、その契約を行うための旅費及び土地購入費を補正するもの

でございます。 
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款９教育費でございます。教育指導費の２８０万８,０００円は、熊本県緊急雇

用創出基金事業の追加内示を受けまして、新たに２名を不登校支援員として雇用

し、不登校児童・生徒への働きかけを行うとともに、欠席が目立ち、授業に入るこ

とができない児童・生徒の不登校への移行措置を図るもので、非常勤講師の報酬、

社会保険料など２７４万円の補正と、特別支援教育総合推進事業謝金につきまして

は、県の内示を受けまして全額補助で取り組むもので、現在、学校に配置をしてお

ります支援員に対する相談、特別支援学級への支援などを行います巡回相談員など

への謝金６万８,０００円を補正をするものでございます。 

資料は４ページになります。 

小学校の学校管理費１００万円は学校再編補助金で、２月に行われました計石小

学校ＰＴＡ臨時総会におきまして、平成２４年４月１日をもって佐敷小学校への統

合が了承をされております。その統合に向けた記念誌及び記念碑制作などに充てら

れます閉校実行委員会への補助金でございます。 

予算書は１０ページになります。 

中学校の学校管理費１９万２,０００円は、大野中学校の井戸洗浄等の手数料

で、飲用の安全確保及び揚水量の確認を行うための補正をするものでございます。 

生涯学習推進費６３万５,０００円は、今まで県の直営事業で実施をされていま

した家庭教育支援事業が現在行われております放課後子どもプラン事業の中に組み

込まれまして、３分の２の事業で実施することになりました。湯浦小学校への指定

内定が３月に得られたことにより、今回、支援員の謝金と、活動に必要な消耗品を

補正するものでございます。 

体育施設費２８５万６,０００円は、町民総合センターで主に使用しておりまし

た１.５トンのトラックが故障し、修繕の見込みが立たないことにより、利用頻度

が高いことから、今回購入するものでございます。そのための廃車手数料及び公用

車購入費を補正するものでございます。 

最後に、学校給食施設費１０万３,０００円は、佐敷学校給食センターの残飯処

理について、現在、無償で収集を行っている業者が１月末で取りやめることになっ

たために、今回、指定業者への収集の処分手数料を補正をするものでございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げます。 

予算書は６ページになります。資料は１ページでございます。 

財源内訳、国県支出金、大腸ガン検診推進費に係る保健事業費等の補助金７３万

８,０００円から、特別支援教育総合推進事業委託金６万７,０００円を合わせまし

て、８事業で５,４０９万６,０００円、それに諸収入といたしまして、地域社会振

興財団からの長寿社会づくりソフト事業交付金１２４万５,０００円、一般財源と
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いたしまして、前年度繰越金２,２９１万５,０００円を充てるものでございます。

よって、歳入総額７,８２５万６,０００円となります。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議の上、御議決いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論。もう宣言しましたよ。よし、そんならいいです。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） ２点ほどお尋ねしますが、聞き逃した点もあろうかと思いま

すが、款４の環境衛生費の中で、バイオディーゼル製造モデル事業委託料というの

がありますが、緊急雇用対策の一環として１名雇用ということでありましたが、委

託先を言われましたでしょうか。相手先、ちょっと聞こえなかったんですけれど

も、それが１点です。 

それと、款９の項１目３の不登校支援非常勤講師報酬というのがありまして、２

名雇用されるということでありますが、そんなに不登校が多いんでしょうか。状況

をお教えいただければと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（藤井公明君） 迫本住民生活課長。 

○住民生活課長（迫本文雄君） バイオディーゼル燃料の製造モデル事業委託料の件で

すけど、町内収集業者の中から提案型として提案をいただきました。１業者から提

案がありましたので、その１業者へ委託したいと考えております。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長。 

○教育課長（永田光洋君） 子どもたちの不登校の人数についてお答えをいたします。

現在、不登校につきましては４名、不登校気味、ここに書いてございます、欠席が

目立ち始めた子どもたちが３名でございます。昨年度はちなみに１６名おります。

これは夏休みが過ぎましてから、また増えてくる段階でございます。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） ４点ほどお尋ねをしたいと思います。 

まず、果樹風雪被害の補助金でありますが、これはお尋ねというよりも、大変農

家も４年連続ぐらいで、非常に厳しい状態が続いておりました中で、この助成金を

出してくれたことに関して、町民から大変良かったというような言葉を聞いており

ます。それと、大岩地区、告地区の村づくりの予算に関しましても、行政が何をし

てくれるのかじゃなくて、自分たちで地域づくりは何をしようかというような、ま

さにその大きな例じゃなかろうかと思いますので、こういう予算はどんどん使って
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地域を活性化していただければと思っております。 

それから、土木費でございますが、宮浦野添線、これも非常に長い間の懸案じゃ

なかったろうかというふうに思っております。歴代の課長、あるいは行政関係者、

一生懸命努力をされて、昨年末に了解を得たというような話を聞いております。こ

れも地域の方から、長年の懸案だったのが、やっとできたかと。今後も是非立派な

道路が出来るように頑張ってほしいというようなことを伺っております。こういう

ことで、今後も心が通う、やはり実のある予算の使い方で執行部は頑張っていただ

ければと思います。 

最後に、これが質疑でありますが、林業振興費、森林整備事業費で、国・県の予

算が１,４００万円というようなふうに出ております。なかなか国・県の予算がこ

ういう林業開設にできるということは、なかなかないんじゃなかろうかと思いま

す。この経緯と、この計画を教えていただければと思います。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） お答えいたします。 

これは、本年竣工いたしました作業路吉尾線と同じ事業でございまして、間伐等

森林整備促進対策事業交付金、基幹作業道の整備という項目でありまして、延長約

１,０００メートル、全幅４メートル、そのうち車道の幅員が３メートルというこ

とで計画をいたしております。これは塩浸の町道床波線の延長上と、町道寒気線を

結ぶ森林の作業道であります。これにつきましては、先ほど財政課長の方から説明

がございましたけれども、町長の方にも本年３月に、塩浸の区長さんをはじめとし

て陳情がなされております。そういうことで、そういう希望があるということを県

の方にも伝えておりましたところ、５月２５日に着工ができますよという内示をい

ただきましたので、このような形で補正予算を要求をしたところでございます。な

お、これにつきましては、補助単価がメートル当たり１万４,０００円というふう

に決められておりますので、これに一般財源を１００万円ほど付け足していただき

まして、有効に活用するということでございます。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 宮尾君。 

○１０番（宮尾秀行君） 今回の災害でも全面通行止めになったような地域でありま

す。そういうところに、将来、林道から始めなくてはいけませんけれども、実のあ

る、地域の利便性がある道路として、今後計画をしていただければなということを

希望いたしまして終わります。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） ただ今の質問と重複する点がございますけれども、果樹振興対
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策事業での風雪被害の補助金１,１６５万円、これは自然災害による被害であるわ

けでございますけれども、今後、台風の被害とか、あるいは干ばつの被害とか、あ

るいはほかの一次産業、林業にいたしましても、台風による倒伐、あるいは漁業に

いたしますと、赤潮とか、あるいは台風による被害、第一次産業の中でもやはりそ

ういう自然災害による被害といったものが予想されるわけでございます。先ほど申

し上げましたように、この果樹に対する今後の、例えば干ばつによる被害をどうす

るのか、あるいはこれも自然災害でございますけども、そういった自然災害に対す

る第一次産業の被害を今後どのように取り扱っていくのか、そういうことやはり考

えておく必要があるんではなかろうかと思っております。非常に前向きの施策で歓

迎はするわけでございますけれども、第一次産業といいましても数多くございま

す。また、いろんな形での自然災害といったものが発生するわけでございますの

で、一つ課長でも結構でございますけども、もしよかったら御答弁をお願いしたい

と思います。 

以上です。 

○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） お答えいたします。 

今回の風雪被害につきましては、通常、柑橘につきましては、各年で結果量が違

うという原則がございますので、若干のぶれは毎年生じておるという前提のもとで

お話をいたしますが、本年は甘夏、デコポンの出荷量が７割しかない。ＪＡ関係に

ついては、デコポンは６割という通常と違う非常事態だという認識がございます。

ですから、先ほど議員が申されたようなそれぞれの被害に対しては、やはりその被

害の程度というものをどう判断するかというふうなことだろうと思います。 

それと、それについて対策をどうするかといいますのは、町長が先の３月議会で

答弁をされましたように、下支えをする必要があると感じると、下支えをする必要

がある場合は、やはりそういうことをしなければならないということでございます

ので、あくまでも被害の程度によるものだろうというふうに思っておるところでご

ざいます。 

○議長（藤井公明君） 寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 私は、この事業を歓迎するわけでございますけども、そういっ

た他の自然災害との関連もございますので、一つそこらあたりは今後ですね、よく

検討していただいて、もしよかったら、恐らく交付要綱あたりも作られると思いま

すけれども、交付要綱を一つ、これはもう私、担当課に行って、また協議したいと

思いますけれども、一つ提出方、お願いしたいと思います。 

以上で終わります。 
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○議長（藤井公明君） 柳田農林水産課長。 

○農林水産課長（柳田豊彦君） 申し遅れました。交付要綱では、そのような異常な被

害と、異常な事態ということでですね、本年限りという規定を設けております。 

○議長（藤井公明君） ほかに質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２６号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は原案のとお

り可決されました。 

ここで議員の皆さんに申し上げます。私が質疑を求めた場合は、やっぱり早く挙

手をしていただきませんと、もう質疑なしと発言した後はもう認めませんので、そ

の点、御理解をいただきたいと思います。 

これで暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第２７号 芦北町立学校条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（藤井公明君） 日程第９、議案第２７号「芦北町立学校条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。永田教育課長 

○教育課長（永田光洋君） 議案第２７号、芦北町立学校条例の一部を改正する条例の

制定についてを御説明いたします。 

今回の改正は、平成２４年４月１日で、町立計石小学校を町立佐敷小学校に統合

するため、第２条の表、町立学校の名称及び１の一覧表から、芦北町立計石小学校

を削るものでございます。 

附則としまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものです。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２７号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第２８号 芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（藤井公明君） 日程第１０、議案第２８号「芦北町営住宅管理条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。山口建設課長 

○建設課長（山口純志君） 議案第２８号、芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。 

本案は、芦北町公営住宅等１０カ年計画に基づき、建替計画住宅となっておりま

す広瀬住宅の空き家となった２戸を取り壊すため、別表その１中の管理戸数８戸を

６戸に改めるものです。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行いたします。 

なお、提案理由は記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 
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これから議案第２８号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第２９号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

○議長（藤井公明君） 日程第１１、議案第２９号「熊本県市町村総合事務組合規約の

一部変更について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第２９号、熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更

について御説明を申し上げます。 

本規約の一部変更につきましては、玉名市玉東町病院組合が公立玉名中央病院企

業団に、球磨郡公立多良木病院組合が球磨郡公立多良木病院企業団に、名称を変更

したことに伴うものです。 

一部事務組合の組織、事務及び規約の変更については、地方自治法第２９０条の

規定により、関係地方公共団体の議会の議決を得る必要がありますので、本案を提

出するものです。 

以上、御説明をいたしました。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上

げます。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２９号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第３０号 工事請負契約の締結について 
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○議長（藤井公明君） 日程第１２、議案第３０号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第３０号、工事請負契約の締結についてを御説明申し

上げます。 

（仮称）芦北町学校給食共同調理場新築工事、建築本体について、請負契約を締

結するものであります。 

１、契約の目的、（仮称）芦北町学校給食共同調理場新築工事、建築本体。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、契約の金額、１億８,４５９万円。 

４、契約の相手方、熊本県葦北郡芦北町大字小田浦１３１７番地、中村・リュウ

ショウ建築工事共同企業体、代表者、中村建設株式会社 代表取締役 中村安博。 

提案理由については、記載のとおりでございます。 

工期につきましては、本契約締結の翌日から、平成２４年２月２９日までとして

おります。 

入札の経緯について申し上げます。本工事の内容、規模及び工期内の確実な施工

のためには、共同企業体方式が効果的と判断し、第１グループには同種工事の施工

実績、かつ本町近隣に事務所を有する４社を、また本町の建築工事業者の上位３社

を選定し、第２グループには第１グループに選定した３社を除き、経営審査及び技

術の有無等を考慮し、町内業者７社を選定をいたしました。入札は６月６日に執行

し、仮契約を翌日６月７日に行っております。 

入札の結果について申し上げます。順不同、また金額については消費税抜きで申

し上げます。光進・木崎建設工事共同企業体１億７,７００万円、松島・浪本建設

工事共同企業体１億７,６１８万円、藤永組・横山建設建設工事共同企業体１億７,

６８０万円、中村・リュウショウ建設工事共同企業体１億７,５８０万円、和久

田・前島建設工事共同企業体１億７,６３０万円、松下・フクマツ建設工事共同企

業体１億７,６００万円、佐藤・楠本建設工事共同企業体１億７,５９５万円。以上

の結果、中村・リュウショウ建設工事共同企業体１億７,５８０万円の落札であり

ました。予定価格に対する落札率は９８.５１％であり、消費税込みの金額は１億

８,４５９万円でございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３０号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第３１号 工事請負契約の締結について 

○議長（藤井公明君） 日程第１３、議案第３１号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第３１号、工事請負契約の締結について御説明を申し

上げます。 

本案も、（仮称）芦北町学校給食共同調理場新築工事に係るもので、機械設備に

係る請負契約を締結するものであります。 

１、契約の目的、（仮称）芦北町学校給食共同調理場新築工事、機械設備。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、契約の金額、９,９２９万８,５００円。 

４、契約の相手方、熊本県八代市豊原下町４１０２番地２、東・福嶋建設工事共

同企業体、代表者、東設備工業株式会社 代表取締役 東光則。 

提案理由については、記載のとおりでございます。 

工期につきましては、本契約締結の翌日から、平成２４年２月２９日までとして

おります。 

入札の経緯について申し上げます。本工事も内容、規模及び工期内の確実な施工

のためには、共同企業体方式が効果的と判断し、第１グループには経営審査の評価

値や同種工事の施工、指名の実績から、町内業者１社を含む７社を、第２グループ

には町内の管工事業者の中で経営審査の評価値及び一定以上の施工実績がある７社

を選定をいたしました。入札は６月６日に執行し、仮契約を翌日６月７日に行って

います。 

入札の結果について申し上げます。順不同、また金額については消費税抜きで申
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し上げます。熊設・モリタ建設工事共同企業体９,４９０万円、新星・松本建設工

事共同企業体９,５８５万円、扶桑・みち電気建設工事共同企業体９,６８０万円、

九電工・太陽電気特定建設工事共同企業体９,５１５万円、向洋・荒木建設工事共

同企業体９,５２０万円、東・福嶋建設工事共同企業体９,４５７万円、金剛・アサ

ヒ建設工事共同企業体９,４８５万円。以上の結果、東・福嶋建設工事共同企業体

９,４５７万円の落札でありました。予定価格に対する落札率は９７.４８％であ

り、消費税込みの金額は９,９２９万８,５００円でございます。 

以上、御説明をいたしました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３１号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第３２号 財産の取得について 

○議長（藤井公明君） 日程第１４、議案第３２号「財産の取得について」を議題とし

ます。 

本案について、提案理由の説明を求めます。中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第３２号、財産の取得についてを御説明を申し上げま

す。 

本案は、（仮称）芦北町学校給食共同調理場の建設に伴い、調理機器等の購入に

係る契約でございます。 

１、契約の目的、（仮称）芦北町学校給食共同調理場、調理機器等購入。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、契約の金額、１億３,２９３万円。 

４、契約の相手方、熊本県熊本市錦ヶ丘９番２６号、株式会社中西製作所 熊本



－87－

営業所、所長 小谷雅人。 

なお、提案理由については、記載のとおりでございます。 

購入します主な機具としましては、調理室、和え物室、炊飯室等調理器具一式、

洗浄室機器一式、コンテナプール用機具の一式となっております。 

納入期間につきましては、本契約の翌日から、平成２４年２月２９日までとして

おります。 

入札の経緯につきましては、工期内での確実な納入を確保することから、県内に

事務所を有する厨房機器の専門業者６社を指名いたしました。 

入札は６月６日に執行し、仮契約を翌日、６月７日に行っています。 

入札の結果について申し上げます。順不同、また金額については消費税抜きで申

し上げます。株式会社中西製作所熊本営業所１億２,６６０万円、日本給食設備株

式会社九州支店１億２,７９０万円、タニコー株式会社熊本営業所１億３,３００万

円、株式会社マルゼン熊本営業所１億２,７５０万円、日本調理機株式会社熊本営

業所１億２,６７４万円、ホシザキ南九株式会社八代営業所１億３,３５０万円。以

上の結果、株式会社中西製作所熊本営業所１億２,６６０万円の落札でありまし

た。予定価格に対する落札率は９９.８８％であり、消費税込みの金額は１億３,２

９３万円でございます。 

以上、御説明をいたしました。よろしく御審議いただきますようお願いを申し上

げます。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。平松君。 

○１１番（平松洋一君） お尋ねをいたします。 

調理機器でございますので、ある意味、特殊な備品でございますので、町内には

そのような業者はおられません。ですから、県内・県外探されるというのは当然で

ございますが、特殊性がございまして、この指名競争入札でですね、よりも価格的

には一般競争入札の方が価格は下がるんじゃないかなという、そういう想定が想像

つきますけれども、今回、指名競争入札につきましては、県内を探されたというこ

とですが、この中西製作所はですね、熊本営業所ですから、恐らく本社はまた別の

違うところだろうと思いますので、そのような観点から考えますと、一般競争入札

ではこれは対応できなかったのかという問題が一つとですね、先ほど落札率が９

９.８８％の予定価格そのものということでございますが、議会に提案されていま

すこの備品の予算は１億６,１６２万３,０００円でございました。ですから、相当

予定価格が下げられておりますが、この調理機器というのは、経過から考えます

と、相当ですね、今、値引きが実際起こっている現状でございますので、その点か
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ら考えますと、まあ一応努力のあとは見えますが、そのような方法はできなかった

のか、一つは指名競争入札じゃなくてですね、一般競争入札というのは考えられな

かったのかという点と、それから予定価格はですね、我々に示された、議会に提案

された予算の何割でされたのか。９９.８８ですから、計算すればわかりまけど、

一応お答えいただきたい。 

○議長（藤井公明君） 中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 今回の入札につきましては、入札の方法たくさん数あるわ

けでございますが、今回の契約につきましては、指名競争入札を採用させていただ

いたということでございます。 

それから、予算と予定価格というのがございますけども、基本的には非常にその

値段の差とかがございますが、窮屈と申しますか、設計の段階でかなりそのような

ことを考えまして、落ちてるというようなことを聞いております。その中から非常

に厳しい状況に、業者さんはあったのかなということでございますけども、何しろ

執行率は非常に高うございますけれども、公表いたしております予定価格内に落ち

着いていることで御理解をいただければなと。 

予定価格につきましてはですね、１億３,３０８万１,０００円でございます。消

費税入っとります。 

以上でございます。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。寺本順一君。 

○４番（寺本順一君） 私、現在の調理場を一度見させていただきましたけども、非常

にまだ立派な調理器具が使われておるわけでございます。その調理器具の処理はど

のような方法で考えておられるのか御質問申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 永田教育課長 

○教育課長（永田光洋君） 現在使っております調理器具につきましては、もう使える

ものは使います。ただ、ウエット方式、それとドライ方式、この機能が違いますの

で、水を弾くものにつきましては使うことができません。だから、最近買いました

フライヤー、それと野菜あたりの切断をいたしますスライサー、それと食缶あた

り、最近買ったものにつきましては、それを見越して買っておりますので、そうい

うやつはそのまま持って使います。 

○議長（藤井公明君） ほかにありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 
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○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３３号 財産の取得について 

○議長（藤井公明君） 日程第１５、議案第３３号「財産の取得について」を議題とし

ます。 

本案について、提案理由の説明を求めます。中原総務課長 

○総務課長（中原豊徳君） 議案第３３号、財産の取得についてを御説明申し上げま

す。 

本案は、（仮称）芦北町学校給食共同調理場の給食配送車購入に係る契約でござ

います。 

１、契約の目的、（仮称）芦北町学校給食共同調理場、給食配送車購入。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、契約の金額、１,２９９万３,７５０円。 

４、契約の相手方、熊本県水俣市港町１丁目１番３号、熊本トヨタ自動車株式会

社 水俣店、店長 山口康弘。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

本契約は、（仮称）芦北町学校給食共同調理場に必要な給食配送車３台を購入す

るものです。今回購入することで、より安全で衛生的な配送を行うものでありま

す。 

納入期限につきましては、本契約の翌日から、平成２４年３月２１日までとして

おります。 

入札の経緯について申し上げます。業者につきましては、これまでの町発注及び

指名の実績や、発注後、生産に係ることから、工期内の納車のためには大手の自動

車販売のメーカーが妥当であると判断し、４社を選定しております。 

入札は６月６日に執行し、仮契約を翌日、６月７日に行っております。 

入札の結果について申し上げます。順不同、また金額については消費税抜きで申

し上げます。株式会社トヨタレンタリース熊本、辞退でございます。熊本トヨタ自

動車株式会社水俣店１,２３７万５,０００円、株式会社南九州マツダ八代店１,６

０５万円、いすゞ自動車九州株式会社八代店１,２５６万７,６００円、以上の結
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果、熊本トヨタ自動車株式会社水俣店１,２３７万５,０００円の落札でありまし

た。予定価格に対する落札率は８６.０４％であり、消費税込みの金額は１,２９９

万３,７５０円でございます。 

以上、御説明をいたしました。よろしく御審議いただくようお願いを申し上げま

す。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３３号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３３号は原案のとお

り可決しました。 

ここで、議案配付のため、しばらくお待ちください。 

[議案書配付] 

○議長（藤井公明君） 配付漏れはありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 配付漏れなしと認めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 同意第６号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（藤井公明君） 日程第１６、同意第６号「監査委員の選任につき同意を求める

ことについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。竹﨑町長 

○町長（竹﨑一成君） 芦北町監査委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求め

ます。 

住所、熊本県葦北郡芦北町大字白岩１１５５番地１５、氏名、山下生吾。 

提案理由でございますが、監査委員の選任につきましては、地方自治法第１９６

条第１項の規定によりまして、議会の同意を得る必要からでございます。 

山下氏は、御存じのように、旧芦北町及び合併後の芦北町議会議員として４期１

４年５カ月にわたり、町政発展のために活躍され、建設常任委員長をはじめ、数々
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の要職を歴任され、地方行政全般に豊富な知識と経験をお持ちであります。これま

で議会代表の監査委員として、また平成１９年６月２５日から今日に至るまで、学

識経験者代表として御尽力いただいており、まさに行政事務の専門性、高度の知識

等を必要とする監査委員に適任と認め、選任するものでございます。 

どうぞよろしく御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（藤井公明君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

[Āなし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 討論なしと認めます。 

これから同意第６号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、同意第６号は原案のとおり

同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 請願第１号 建設に働く仲間と地域経済を救うルールづくりの請願 

○議長（藤井公明君） 日程第１７、請願第１号「建設に働く仲間と地域経済を救うル

ールづくりの請願」を議題とします。 

この請願については、会議規則第９０条第１項の規定により、お手元に配付して

おります請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 

常任委員会におきましては、慎重な審査を実施され、その結果を委員長から報告

願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議員派遣の件 

○議長（藤井公明君） 日程第１８、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、地方自治法第１００条及び会議規則第

１１７条の規定により、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配

付のとおり派遣することに決定しました。 
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議員派遣については、やむを得ず、目的先、期間及び派遣議員について変更を生

じる場合は、議長一任願いたいと思います。御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、議長一任することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 総務常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査の申

出 

 日程第２０ 建設経済常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査

の申出 

 日程第２１ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続審査及び特定事件（所管事務）調査

の申出 

 日程第２２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申出 

○議長（藤井公明君） 日程第１９から日程第２２までの各委員会の閉会中の継続審査

及び調査の申出を一括議題とします。 

各常任委員長、議会運営委員長から、お手元に配付の申出書のとおり提出されて

おります。 

お諮りします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査と

することに御異議ありませんか。 

[Ā異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（藤井公明君） 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長から申出書の

とおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井公明君） これで本日の日程はすべて終了しました。 

会議を閉じます。 

平成２３年第４回芦北町議会定例会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時５１分 



－93－

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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